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午前１０時００分 開会  

◎開会・開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２

７年第５回美幌町議会定例会を開会しま

す。

これから、本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、９番坂田美栄子さん、１０

番吉住博幸さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 会期の決定

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。

去る９月９日に議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君）〔登壇〕 平成２

７年第５回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る９月９日、議会運営委員会を開催

いたしましたので、その内容と結果につい

て報告いたします。

本定例会に付議された案件は、議会提出

案件として、選挙１件、発議１件、意見書

案２件、町提出案件としては、人事案件３

件、議案１２件、決算認定８件、報告事項

５件ほかであります。

本日９月１５日、第１日目は、まず町長

から行政報告があります。その後、一般質

問に入りますが、通告順に、戸澤義典さ

ん、新鞍峯雄さん、中嶋すみ江さん、上杉

晃央さんの４名を予定しております。

第２日目、９月１６日は、前日に引き続

き一般質問を行います。坂田美栄子さん、

大江道男さん、吉住博幸さんの３名を予定

しています。

その後、議案審議へと入り、選挙第５号

美幌町選挙管理委員会委員及び補充員の選

挙についてから議案７２号平成２７年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第１

号）についてまでを審議します。

第３日目、９月１７日は、前日に引き続

き議案審議を行いますが、認定第１号平成

２６年度美幌町一般会計歳入歳出決算認定

についてから認定第８号平成２６年度美幌

町病院事業会計決算認定についてまでの平

成２６年度各会計決算認定については、一

般会計等及び企業会計の決算審査特別委員

会をそれぞれ設置し、閉会中の継続審議と

いたします。その後、意見書案の審議、報

告案件などを予定しています。

次に、本定例会において意見書の提出を

求める要請、陳情を４件受理していますの

で、その取り扱いについて報告いたしま

す。

北海道森林・林業・林産業活性化促進議

員連盟連絡会からの林業・木材産業の成長

産業化に向けた施策の充実・強化を求める

意見書採択の要請、北海道医療労働組合連

合会及びオホーツク勤労者医療協会労働組

合からの介護報酬の再改定を求める意見書

採択の陳情、以上の２件については、それ

ぞれ意見書を作成し、国等の関係機関へ提

出することにいたします。

また、福岡県行橋市市議会議員小坪慎也

氏からの外国人の扶養控除制度の見直しを

求める陳情、北商連婦人部協議会からの所

得税法第５６条の廃止を求める陳情につい

ては、資料配付の措置といたしました。

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日９月１５日から９月１７日までの

３日間とします。

なお、審議の進行状況によっては、日程

を変更する場合もありますので、議員及び

行政職員各位におかれましては、御理解と

御協力をお願いいたします。慎重なる審議

を皆さんに御協力お願いするとともに、行
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政職員の皆さんには真摯な答弁と対応を申

し上げて、議会運営委員会委員長としての

報告といたします。

○議長（大原 昇君） お諮りします。た

だいま議会運営委員会委員長から報告のあ

ったとおり、本定例会の会期を本日から９

月１７日までの３日間としたいと思います

が、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は、本日から９月１７

日までの３日間と決定しました。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。

なお、沖田教育委員会委員長、本日午

後、鈴木農業委員会会長、明日以降、松本

選挙管理委員会委員長、本日午後以降欠席

の旨、それぞれ届け出がありました。

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 行政報告

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、こ

こに平成２７年第５回美幌町議会定例会が

開催されるに当たり、御出席を賜りました

議員各位に対しまして、心から感謝いたし

ますとともに、行政報告と提出案件の概要

について御説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に、御

寄贈についてであります。

去る７月２９日、網走市のタカハシグル

ープ代表取締役会長髙橋康弘様から、日頃

子供たちの指導に当たっている教職員の環

境づくりのために役立てていただきたい

と、町内各学校分としてコーヒーメーカー

６台（１１０万２,０００円相当）を、８月

１７日に、東京都目黒区にお住まいの栁瀬

俊泰様から、美幌町の芸術文化の発展のた

め活用していただきたいと、「びほーる」

において開催された絵画展「父との二人

展」栁瀬俊雄・栁瀬俊泰に出展された絵画

３０点を御寄贈いただいたところでありま

す。

これらの御厚志をありがたくお受けし、

御趣旨に沿って活用してまいります。

第２に、職員の人事異動の発令について

であります。

去る７月１日、人事異動の発令をいたし

たところでありますが、今回の異動は、産

業振興の充実のため、耕地林務グループに

主幹職を配置したほか、建設事業及び維持

管理事業の充実のため、建設グループに主

幹職を配置するなど、組織体制の見直しを

行ったところであります。

また、副町長の任期満了に伴う職員の配

置がえ、長期在任者及び４月採用者の配置

がえを行った結果、合計４５名の発令を行

ったところであります。

第３に、全国小学生陸上競技交流大会の

競技結果についてであります。
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このたび８月２１日から２２日にかけ

て、横浜市で開催されました第３１回全国

小学生陸上競技交流大会において、美幌陸

上クラブ所属で東陽小学校５年の山田楓河

君が、５年男子１００メートルで優勝とい

うすばらしい成績を上げられました。

このことは、陸上関係者はもとより、本

町にとって大変名誉なことであるととも

に、本町のスポーツ振興に多大な貢献をさ

れたことから、去る９月１２日に美幌町表

彰規定に基づき、スポーツ奨励賞の表彰を

行ったところであります。

このように、美幌町の子供たちの輝かし

い活躍は、町民にとって大変喜ばしく明る

い話題であり、今後ともさらなる御活躍を

町民の皆様とともに御期待申し上げるとこ

ろであります。

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。

人事案件について。

同意７号については、本町教育委員会委

員猪本里美氏は、本年９月２８日をもって

任期満了となりますので、引き続き猪本里

美氏を任命いたしたく、御同意を賜りたい

のであります。

同意第８号については、本町職員懲戒審

査委員会委員森一也氏、久山祥子氏、広島

学氏は、本年９月２９日をもって任期満了

となりますので、引き続き森一也氏、久山

祥子氏、広島学氏を任命いたしたく、御同

意を賜りたいのであります。

諮問第２号については、人権擁護委員渡

部順子氏、長岡敬幸氏は、本年１２月３１

日をもって任期満了となりますので、引き

続き両氏を推薦することについて、御意見

を賜りたいのであります。

組合規約の変更について。

議案第６１号北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更については、加入

及び脱退する団体が生じたことから、規約

を変更しようとするものであります。

議案第６２号北海道市町村職員退職手当

組合規約の変更については、加入及び脱退

する団体が生じたこと並びに北海道市町村

退職手当組合規約を縦書きから左横書きに

改めるため、規約を変更しようとするもの

であります。

議案第６３号北海道市町村総合事務組合

規約の変更については、加入及び脱退する

団体が生じたことから、規約を変更しよう

とするものであります。

条例の制定及び改正について。

議案第６４号美幌町特定個人情報保護条

例の制定については、番号法に基づき、特

定個人情報の適正な収集、保管、利用及び

提供を確保するとともに、美幌町が保有す

る特定個人情報の保護措置を実施するた

め、必要となる規定を定めようとするもの

であります。

議案第６５号番号法施行条例の制定につ

いては、番号法に基づき、美幌町が独自に

マイナンバーを利用する事務を定めるとと

もに、マイナンバーの利用に関し、必要と

なる規定を定めようとするものでありま

す。

議案第６６号美幌町附属機関に関する条

例の一部を改正する条例制定については、

美幌町成年後見実施機関に対しての審議及

び助言指導並びに被後見人等からの苦情申

し立てなどの、審査及び対応を行うため、

町の附属機関として、美幌町成年後見実施

機関運営協議会を設置しようとするもので

あります。

議案第６７号美幌町手数料徴収条例の一

部を改正する条例制定については、社会保

障・税番号制度により交付される通知カー

ド及び個人番号カードの再交付に伴う手数

料額を定めようとするものであります。

議案第６８号美幌みらい農業センター条

例の一部を改正する条例制定については、

青年等の就農促進のための資金の貸し付け

などに関する特別措置法の廃止及び北海道

における青年等の就農促進に関する方針の

廃止に伴い、町条例において、認定研修生
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などの定義づけをしようとするものであり

ます。

各会計補正予算について。

まず、一般会計の主な内容としては、ふ

るさと寄附金の増加に伴う事務事業協力報

償費として１,０８１万２,０００円、社会

保障・税番号（マイナンバー）制度の開始

に伴う個人番号カード交付事業費として８

５５万円、成年後見支援センター設置にか

かる成年後見制度推進事務費として１５８

万３,０００円、エゾシカ侵入防止対策事業

補助金として１２０万円、地域ふれあいプ

レミアム付き商品券追加発行支援事業費と

して１,１１９万４,０００円、報徳車両セ

ンター資材倉庫の火災に伴う道路維持管理

用資機材購入費として１７０万８,０００円

などの補正を行おうとするものでありま

す。

次に、特別会計についてでありますが、

国民健康保険特別会計については、平成２

６年度療養給付費等負担金の額の確定によ

る返還金などを、介護保険特別会計につい

ては、平成２６年度介護給付費、地域支援

事業費の精算による返還金を、公共下水道

特別会計については、終末処理場井戸ポン

プ修繕料などの補正を行おうとするもので

あります。

決算認定について。

平成２６年度一般会計、特別会計及び公

営企業会計の全会計について、監査委員に

よる決算審査が終了いたしましたので、議

会の認定を賜りたいものであります。

報告事項について。

報告第８号健全化判断比率については、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第３条第１項の規定に基づき、監査委員の

意見を付し報告いたします。

報告第９号資金不足比率については、公

営企業に係るもので、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第２２条第１項の規

定に基づき、監査委員の意見を付し報告い

たします。

報告第１０号放棄した債権の報告につい

ては、美幌町債権管理条例第７条第２項に

基づき報告いたします。

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げ、行政報告と提出案件の概要説明と

いたします。

○議長（大原 昇君） これで行政報告を

終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。

通告順により発言を許します。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君）〔登壇〕 ただいま

から戸澤が、子育て支援と除排雪について

一般質問をさせていただきます。

事前に通告しておりますが、まず第１に

子育て支援について。

美幌町子ども・子育て支援事業計画に基

づき各種事業等を実施していますが、計画

の基本理念「子どもと、親と、地域が育つ

…子育てが楽しい町づくり！この町で、子

どもを育てたい！」を実現するため、他市

町村にも勝る事業を実施すべきと思いま

す。

年々少子化が進む中、１８歳未満の子供

を３人以上養育している世帯、いわゆる多

子世帯をふやしていくことも少子化に歯ど

めをかけるためには重要ではないかと思い

ます。そのような観点から２点お聞きしま

す。

一つ目、美幌町の現在の多子世帯（１８

歳未満の子供を３人以上養育している世

帯）数と年間出生数（３人目以上の子供が

出生した数）。

二つ目、現状の多子世帯に対する子育て

支援施策の状況と今後の考え方について。

次に、除排雪について。

毎年度ごとに除雪計画を作成し、計画に
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基づき除排雪を実施していると思います

が、除雪計画の出動基準、排雪基準及び砂

（砕石）散布車出動基準に、通行に支障が

生じたと判断した場合、あるいは円滑な走

行が困難な恐れがあるとき等の基準が記載

されておりますが、誰が判断・決心し、民

間業者を含めたオペレーターにはどのよう

に作業指示が行くのか、作業の指揮系統を

お聞きしたいと思います。

また、住民からの苦情等をどのように対

応し、かつ除排雪に反映しているのか。

次に、排雪の基準として、町民の生活上

支障が生じたと判断した場合、普通車両の

運行に支障を来たし、事故等の発生が予想

されると判断した場合とありますが、排雪

しない道路と排雪する道路があるという認

識でよいのか。その優先順位の考え方は。

三つ目、また排雪する場合、周辺住民に

対する周知要領はどのように実施している

のか。

以上、２項目５点についてお伺いいたし

ます。よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 戸澤議員

の質問にお答えを申し上げます。

初めに、子育て支援について、多子世帯

の状況と多子世帯に対する子育て支援施策

と今後の考え方についてでありますが、政

府は本年３月２０日、少子化社会対策基本

法に基づく、総合的かつ長期的な少子化に

対処するための指針として、少子化社会対

策大綱を策定いたしました。

その大綱の重点課題の一つとして、多子

世帯へ一層の配慮を行い、３人以上子供が

持てる環境を整備するという項目があり、

全ての子育て家庭を支援していく中で、３

人以上子供を持ちたいとの希望を実現する

ための環境を整備することは、現在の少子

化に歯どめをかけることにつながる。希望

を実現するためにも、若い年齢での結婚・

出産の希望が実現できる環境整備を行うこ

とが重要であるとされているところであり

ます。

お尋ねの、美幌町の現在の１８歳未満の

子供を３人以上養育している多子世帯数と

３人目以上の子供が出生した年間出生数で

ありますが、１８歳未満の子供を３人以上

養育している世帯は、本年８月２０日現在

２７０世帯で、３人目以上の子供が出生し

た年間出生数は、平成２６年で２８人であ

ります。

続いて、２点目の現状の多子世帯に対す

る子育て支援施策の状況と今後の考え方で

すが、最初に現状の多子世帯に対する子育

て支援施策の状況として、保育園や幼稚園

に子供が通園している世帯に対しては、最

年長を小学校３年生までの範囲において、

保育料を第２子目は半額、第３子目以降は

無料としております。

国の制度である児童手当においては、所

得制限がありますが、第３子目以降１人に

つき、月額１万５,０００円が支給されるほ

か、ひとり親が対象の児童扶養手当につき

ましては、３人以上の家庭で全額受給でき

る方は、月額５万円が支給されておりま

す。

また、平成２７年度においては、国の地

域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

事業を活用した子育て応援商品券交付事業

を実施し、１８歳以下の子供が３人以上い

る世帯に対し、第３子目以降の児童１人に

つき、３万円の商品券を交付いたします。

続きまして、今後の考え方ですが、子育

て支援は児童福祉のみならず、保健、医

療、教育、まちづくり、産業経済など広範

囲にわたり、さまざまな制度により多くの

施策を実施しております。

多子世帯の負担軽減を図るだけではな

く、全ての子供を持つ世帯への負担軽減を

図ることが一番重要であると考えていると

ころであります。

今後は、本年３月に策定した子ども・子

育て支援事業計画の着実な推進を図り、保

護者などのニーズを捉え、少子化が進み児
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童数が減少する中、長期展望に立って一過

性のものではなく、継続的な施策として財

源を確保した上で、新しい子育て支援策を

実施し負担軽減を図ってまいります。

次に、除排雪について。

除排雪に伴う指揮系統と苦情対応につい

てであります。

毎年１１月までに除雪計画を策定し、積

雪や道路状況に応じた除排雪及び交差点の

砂まきの基準を定めるとともに、市街地に

おける役場直営と民間委託業者の担当区域

割りや農村地域除雪部会の除雪委託路線を

定め、除雪体制を整えているところであり

ます。

具体的には、１０センチメートル以上の

積雪や人及び普通自動車の通行が困難、も

しくは支障が生じる場合には、一斉除雪を

行うこととし、市街地を１０地区に分割

し、役場直営除雪車両と民間委託業者によ

り除雪を実施しております。

また、農村地区におきましては、幹線道

路、スクールバス路線、集乳路線、枝道の

順に除雪を実施することとし、７地区に設

立しております農村地区除雪部会との連携

のもとに、除雪を実施しているところであ

ります。

排雪につきましては、町民の生活上支障

が生じた場合、また普通車両の通行に支障

を来し、事故等の発生が予想されると判断

した場合、主要幹線・交差点・通学バス路

線などの排雪を行っております。

さらに、路面凍結の際のビリ砂利の散布

は、町道の主要な交差点や坂道で路面が凍

結し、車両の円滑な走行が困難な恐れがあ

るとき、またグレーダーによる路面の整正

後に、路面が滑りやすくなっているとき出

動することになっています。

御質問の、除排雪等を誰が判断・決心

し、作業の指示を行うのかについてであり

ますが、道路パトロールにより、積雪深や

吹雪による吹きだまりの状況を確認し、そ

の結果に基づき建設水道部長が判断し、委

託業者等への連絡と役場職員に作業の指示

が行われるとともに、町長へ報告されると

ころであります。

また、災害対策本部が設置された際に

は、対策本部長である町長の総合的な判断

のもとに除雪が指示されるところでありま

す。

建設水道部から除雪車のオペレーターへ

の作業の指示、指揮系統についてでありま

すが、民間業者については、委託業者の車

両運行責任者が、役場からの連絡、指示等

の窓口となっており、役場直営車両につき

ましては、役場内の指示系統により行って

いるところであります。

次に、住民からの苦情等どのように対応

し、かつ除排雪に反映しているかについて

でありますが、一斉除雪後には、町民の皆

様より多くの苦情や問い合わせが寄せられ

ております。

電話を受けた際には、できる限り職員が

現地の確認をするとともに、連絡をいただ

いた方から、できる限り直接お話をお聞き

し、改善できる内容については改善を図る

こととしておりますが、道路の形状や積雪

の量などにより、困難な場合もございます

ので、その際は状況を説明させていただき

ながら御理解と御協力をお願いしていると

ころであります。

次に、排雪する路線の優先順位について

でありますが、交通量の多い幹線道路、学

校周辺の通学路やバス路線を中心に排雪を

行っているところであります。

また、昨年度のような大雪の際には、交

差点に堆積された雪の排雪を市街地全域に

わたり実施しており、このように排雪基準

は設けておりますが、実施路線の決定は交

通事故の未然防止の観点から、路面状況な

どに応じ臨機応変に対応しているところで

あります。

次に、排雪時の住民への周知についてで

ありますが、毎年１２月の町広報に、除雪

時に御協力をお願いしたい事項として、路
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上駐車や私有地から車道や歩道への雪出し

はやめていただくよう広報させていただ

き、安全で円滑な除排雪作業への御協力を

お願いしているところであります。

御質問の、排雪前の周辺住民への周知に

つきましては、排雪路線や日時が、その

時々の路面状況や天候により臨機応変に決

定されており、事前の周知は困難なのが実

情でありますので、御理解いただきますよ

うよろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） まず、多子世帯に

対する子育て支援について再質問をさせて

いただきます。

国からも言われているとおり、いろいろ

な施策をしているように述べられました

が、ほとんどが、国が指導している事業で

あり、美幌町の独自事業としては、保育園

や幼稚園料金の減額等だけと受けとめまし

た。これだと、他の市町村と何ら差異はな

く、ぜひ美幌に住んで子育てをしたいとい

う気にはなれないと思います。

また、多子世帯の負担軽減を図るだけで

なく、全ての子供を持つ世帯への負担軽減

を図ることが一番重要であると考えている

とのことでしたが、それはそのとおりだと

思います。

しかしながら、財源等の関係かはわかり

ませんが、それらの施策さえ、全然進んで

いないような気がします。

財源の確保は重要ですが、子育て支援は

美幌の将来への投資だと思います。もう一

度言います。子育て支援は美幌の将来への

投資です。

子供はやがて大きくなり、社会人となり

ます。大きくなった子供が美幌町に引き続

き住んで社会人となれば、また町民税等を

納めるわけですから、また町外に出たとし

ても、美幌は良い町だ、生まれ故郷だとふ

るさと納税をしてくれるかもしれません。

私は、現在の経済効果をもたらす事業より

は優先させるべきだと思います。

また、最近子供と一緒に暮らすとの理由

から、町外へ転出する方がふえています。

私の知り合いだけでも、ここ二、三年で

四、五人はそういう方がおりました。その

方々の家族構成まで存じませんが、子供の

数が多ければ選択肢が広がり、美幌町に住

み続けられるかもしれません。

中国は人口の増加から一人っ子政策をと

りましたが、日本は生産年齢人口が減っ

て、合計特殊出生率も減少しているわけで

すから、もっと多子世帯をふやしていく施

策を重視すべきだと思います。

子供を一人、一人前にさせるのに、大手

生保会社のファイナンシャルプランにより

ますと、高校卒業まで全て公立だとして

も、基本的養育費に１,３７５万円。教育費

に７２５万円。合わせて２,１００万円のお

金がかかると言われています。まして、大

学に行かせるとなると、それ以上のお金が

必要となります。税金の軽減や、児童手当

等の補助もありますから、実質的経費は減

ると思いますが、それでも子供一人を養育

するだけでも、自分たちの稼ぎの中から１,

０００万円以上のお金が必要となってきま

す。そのような経済的理由から、子供は一

人でいいとか、３人目は無理という家庭も

数多くあると思います。

そこで提案ですが、３人目以上の出産に

お祝い金を贈る事業はどうでしょうか。３

人目に５０万円、４人目に７０万円、５人

目以上は１００万円。

３人目以上の子供が出生した数は昨年で

２８人。その内訳は、３人目２１人、４人

目５人、５人目２人、合計で５０万円が２

１人、７０万円が５人、１００万円が２人

ですから１,６００万円。また、増加も見込

んで、年間２,０００万円を美幌の将来のた

めに投資する覚悟で考えてみてはいかがで
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しょうか。

おなかの大きいお母さんに、美幌町もお

なかの大きいところ、太っ腹を見せようじ

ゃありませんか。いかがでしょうか町長。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 戸澤議員の質問に

お答えをしたいと思いますが、多子世帯に

スポットを浴びせていろいろなお話があり

ましたけれども、一般的に言われているの

は、晩婚化、そして晩産化というような状

況があると思います。そんな中で、２人目

３人目をどうやって産み育てるかというこ

とが、極めて少子化の中で重要だと言われ

ております。

私どもも多子世帯に対する措置を今回初

めて新年度からとらせていただきました。

そんな中で、多子世帯ばかりでなく、やは

り少子化全体を考えなければいけないと思

っております。それはなぜかというと、こ

ういう施策も一過性ではだめだと思いま

す。

少子化あるいは人口減少化に対する対策

はこれからずっと続くわけですから、総合

的に継続性のあるものをしっかりと取り組

んでいかなければいけない思いでいるとこ

ろであります。

いずれにいたしましても、子ども・子育

ての計画をつくりましたので、これの着実

な推進を図る中で、少子化対策に対応して

いきたいと思っております。

お祝い金のことについては、太っ腹なと

ころを見せようとは言いますが、なかなか

最終的には財政的なことを無視して、いろ

いろな政策を打つわけにもいきません。や

はり町長としてはそれなりの責任を持ちな

がらいろいろな事業を考えていかなければ

いけないと思っておりますので、提案は提

案としてしっかりと受けとめてまいりたい

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 町長にただいま御

答弁いただきましたが、多子世帯も含めて

子育て支援は重要だという認識は私と一致

していると思います。

２０１０年の国勢調査でちょっと古いか

もしれませんけれども、美幌の町に住んで

いて美幌町外に就職している人が１,１７７

名。逆に、美幌町外に住んでいて、美幌町

に就職している方が１,８１３名いたという

結果が出ております。

美幌に住んでいて美幌以外に行っている

１,１７７名は美幌を出て行って職場のある

ところに住もうという可能性が当然あると

思います。逆に、町外から美幌に勤務して

いる方で、美幌はいいところだから美幌に

住もうという可能性のある方が１,８１３名

いるということです。

しかし、それはなぜかというと、近隣市

町、とりわけ、北見に就職されている方が

多分多いと思うのですけれども、北見から

通える範囲内の北見、美幌も含めて、津

別、大空、この１市３町がせめぎ合って同

じような施策をしたらだめだと思うので

す。同じような施策をしたら北見に住む可

能性が高いと思います。

先ほど言った、北見、大空、津別よりも

美幌は子育てしやすい町だというような施

策をとらなければなかなか美幌に住んでく

れないのではないかと思いますので、そう

いった施策を重視して、同じような施策で

はなくて、飛び抜けて美幌はすごいという

ような施策を実施することが重要ではない

かと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 町外に出て行かれ

る方もおられるという話は私も聞いており

ます。それは子育ての施策が違うからとい

うようなこともあるように聞いておりま

す。そういう指摘をいただくことも私はあ

ります。

ただ、美幌の総合力を見てほかの町村か

ら入ってくる方もおられるというのも事実

だと思います。そんな中で、人口が減少し
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てきているということは現実問題ですの

で、人口減少、あるいは少子化対策をしっ

かりととっていきたいと思っておりますけ

れども、同じ施策では今戸澤議員がおっし

ゃるようにどこに住んでも同じだと。それ

よりは、美幌に行くとこういうすばらしい

点があるというようなことがあれば、それ

にこしたことはないと思います。

いずれにしろ、私は移住であるとかそう

いった判断をするのは、やはり町の総合力

だと思っております。ですから、子供だけ

のことではなく、活気があるだとか、その

他生活基盤がしっかりしている、そういっ

たことも含めて、総合力が人を呼ぶのだろ

うと思っておりますので、その中の一つと

して、子育てもあるということでありま

す。

そんな中で、とりわけ太っ腹を見せて、

ここだけはしっかりやってほしいというよ

うな御提言でありますので、それはしっか

りと受けとめてまいりたいと、そのように

思っております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 当然、総合力が美

幌町に人口をふやす最大の要因であると思

います。その中の一つが子育て政策だと思

います。あとは教育だとかいろいろあると

思いますけれども、今回は子育てにスポッ

トを当てて、このような質問をさせていた

だきました。

思いは町長と同じだということがわかり

ましたので、次の質問に入らせていただき

ます。

除雪時の指揮系統と苦情対応について再

質問をさせていただきます。

除雪作業車への指示は、民間業者は車両

運行責任者へ指示とありましたが、あって

はならないことですが、万が一、除雪作業

中に民間車両を損傷させたとか、あるいは

住民をはねてけがをさせたなどの事故が発

生した場合の対応についてお伺いしたいと

思います。

また、苦情対応では改善できる内容は改

善を図るとのことでしたが、次回除雪時ま

でにどのように徹底をさせるのか。民間業

者は８社もあり、その会社内だけでも数台

の除雪車、数人のオペレーターがいるわけ

ですから、延べ１０数台の除雪車とオペレ

ーターへ徹底させるのは、時間と労力が必

要だと思われます。定期的、あるいは不定

期的に関係者との会合を開催しているので

あれば、その中で指示徹底等できると思わ

れますが、どのようにしているのでしょう

か。

とりあえず、以上２点についてお伺いし

たいと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） １点目の

除雪時の事故の対応について御回答を申し

上げます。

除雪は夜間であったり、いろいろな気象

の悪条件の中で行っているところでござい

ます。その中で事故があってはならないわ

けでありますが、万が一、戸澤議員さんが

おっしゃられたような事故があった場合、

その際の報告の手順でございますが、まず

第１には、人命のことを考えまして、人命

の救助、１１９番・１１０番を第１としま

して、そのあと各連絡を会社や役場のほう

にし、必要な処置を行っていく手順でござ

います。ということで、まずは人命の救助

を第１に考えながら対応をしていくところ

でございます。

次に、除雪で改善事項があった場合の改

善の方法でございますが、除雪期間中であ

りますと、苦情と言いますか、いろいろな

提案も含めて、住民の方から御提案がござ

います。そうしましたら、その内容を現地

で確認をし、また、その方から状況を聞

き、それがどういうことで改善が図れるの

かを持ち帰り検討しまして、その改善がで

きる部分については、その都度除雪期間中

に対象の委託をしております業者にお伝え



－ 12－

するところでございます。

また、総合的に、全町的に改善を図って

いかなければならない部分がございました

ら、それにつきましては、随時、各委託事

業者の車両運行責任者、管理者にお伝えを

しながら改善していくところでございま

す。

また、総体的な改善事項については、毎

年１１月中旬にその年度の除雪に対する会

議を持ちます。その際に、町から一定程度

の説明をしながら、また、皆さんの御意見

を伺いながら、より実情に合った改善策を

ともに考え進めていっているところでござ

いますのでよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 除雪時期が始まる

前の１１月中旬ぐらいに全部の方が集まっ

て会議をされると。それ以外はちょっとや

っていないような感じに受け取ったのです

けれども、例えば、１２月、１月、２月ぐ

らいまで除雪があると思うのですけれど

も、その間に、当然住民の方から苦情が来

ると。先ほど、最初の答弁で言われました

けれども、改善できるところはすぐ改善す

るというお話がありましたので、次の年と

いうことにはならないと思うのです。当

然、そのシーズンの中で改善できるところ

は改善するというように受けとめたのです

が、１１月の１回だけの会議だと、なかな

か全員に対しての徹底は難しいのではない

かと思います。

先ほど、事故があったときには人命優先

という話がありましたが、これはドライバ

ーであれば当然のことですので、その後、

例えばどこかの住民が苦情を言ってきて、

その地域だけ対応をするのではなくて、一

つの事案に対して全地域が関係する場合も

ありますので、そこの関係するオペレータ

ーだけに伝えればいいというものではない

と思うのです。だから「こういうことがど

こどこの地区でありましたからこういうふ

うにやってください」というのは、全オペ

レーターに徹底する必要があると思うので

すけれども、それはシーズンの途中で徹底

させるにはどうされているのかをもう一度

お伺いしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 施設管理主幹。

○施設管理主幹（小西 順君） 戸澤議員

の御質問にお答えいたします。各地区の住

民の苦情は多種多様にありまして、状況に

よってオペレーターの責任者には報告して

ございますが、いろいろな要望がありまし

て、その都度、各責任者にそういう報告は

しているということで、まとまって全体と

いうことは今はなされていないのが現状で

あります。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 多種多様な苦情が

あるというのは１回目の答弁で承知してお

ります。その中でも改善できる点は改善を

するという答弁だったものですから、今の

質問をしたのですけれども、そういう体制

になっていないのであれば、ぜひ不測事態

があったときも含めて、住民苦情、それか

ら不測事態の対応をしっかりとシーズン中

にもできる体制を確立していただきたいと

思います。

それでは、次の質問に移らせていただき

ます。

次に、排雪時の優先順位と、住民への周

知要領について再質問をさせていただきま

す。

排雪基準は設けているが、路線や日時は

その時々の路面状況や天候により臨機応変

に決定をしていると。そのため、事前の通

知は困難とのことでしたが、果たしてそう

でしょうか。当日、あるいは前日に路線が

決まるのでしたらそうかもしれません。し

かしながら、２日以上余裕があるならば、

ある程度の周知はできると思います。関係

する自治会に至急の回覧版を回すとか、あ

るいは直接ビラを戸口に配るとかできると
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思います。

私がよく聞く苦情は、例えば１本西側の

道路を排雪していると。今度はうちの前の

道路が来るなと思っていたが、なかなか排

雪が来ない。それどころか、排雪車はもう

終わってどこかに行ってしまったというよ

うなことがよく聞かれます。多分、排雪基

準の路線ではなかったのでしょう。しか

し、住民にとってはそんな基準はわかりま

せん。近隣の自治会に「何日の何時から子

供たちが安全に通学できるために、通学路

になっているどことどこの間を排雪しま

す。御協力お願いします。」みたいな回覧

版を回しておけば、そういった苦情も減る

のではないかと思います。やる気になれば

いくらでも方法はあると思いますが、いか

がでしょうか。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） ただい

ま、排雪の周知についての御質問をいただ

きました。排雪につきましては、その時々

の状況により、必要度の高いところから行

っているというのが現状でございます。そ

の中で、現在、周知については、さきに答

弁させていただきましたとおり、町の広報

で、１１月、１２月の除雪前の季節、ま

た、必要に応じて途中でも広報させていた

だいております。

それで、排雪の広報の一番の目的は、路

上駐車をされている場合、排雪が滞ります

ので、その路上駐車についての防止といい

ますか、そういうことを目的としておりま

す。また、排雪時に路上に雪を出さないよ

うにというお願いが主であります。

それで、戸澤議員さんから御提案があり

ました、数日前からわかるよう回覧をすべ

きということでありますが、これについて

は、私どもの中でもいろいろ検討をしてい

るところでございます。

一番今心配されるのが、周知からの雪出

しがもしもふえてきた場合、排雪作業が滞

ってしまう、予定の排雪が行われなくなっ

てしまうということがございまして、現

在、事前の周知についてはちゅうちょして

いるというのが現状でございます。

これにつきましては、今後、もう少し研

究・検討しながら、周知の方法にどういう

ものがあるのか、また、滞りなくできる周

知のあり方について、自治会連合会と御相

談する機会もありますので、そういう際に

御協議させていただきたいと考えておりま

す。ということで、排雪については、これ

からも行っていくわけでありますけれど、

その点を十分留意しながら進めていきたい

と思っていますのでよろしくお願いいたし

ます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 排雪の通知を事前

にすると雪出し等をされて、排雪に支障を

来すということでちゅうちょしているとい

う御回答でしたが、家庭から出る雪が例え

ば排雪するからといって出されたとして

も、大した排雪作業に邪魔になるような雪

が出されるとは思いません。ましてや、家

庭で小型ショベルとかそういうものを持っ

ている家庭であれば、自分のところでトラ

ックとか使ってどんどん排雪していると思

いますので、スノーダンプとか雪かきのス

コップ等でしているような家庭の雪が、排

雪するから一緒に運んでという感じで道路

に出されたとしても、大した影響になると

は思えません。それよりも、１２月の広報

で路上駐車をやめてくださいと当然周知し

ていると思いますが、排雪時期がわかって

いるのであれば、逆に「いついつの間排雪

しますから路上駐車はやめてください」と

言ったほうが、かえって効果があると思い

ます。

ということで、ためらうことなく、いつ

いつの時期に排雪しますというＰＲをどん

どんしていったほうが私はいいと思います

がいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。
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○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の御提案いただきました内容で、除雪につ

きましては、地域の住民の方の御協力とい

うのが一番重要でございます。また、その

中で町道の除雪、また、私有地について

は、おのおの管理のもとに除雪をしていた

だくということになっております。そうい

う中で、今のこちらの問題につきまして

は、自治会連合会の方とまたお話をする機

会もありますので、そのことも含めて御相

談しながら検討してまいりたいと思います

のでよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 先ほど言ったよう

に、一本前の道路が排雪していて、次はう

ちの番だと思っていたのに来なかったとい

うのが住民にとっては、役場何にやってい

るのだという一番の原因になりますので、

それらが少しでも減るように、前向きな検

討をよろしくお願いしたいと思います。

大きく２項目５点について質問させてい

ただきましたが、町長等から前向きな回答

をいただき、成果があったと認識しており

ます。

今回質問した事項を少しでも早期に実現

していただけるようお願いをいたしまして

質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 北国に住む者にと

って、除排雪は非常に重要だと思います。

それで、私どもも最大の課題としては、高

齢化に向けて、高齢化に対応した除排雪を

どうするかというのが最大の課題でありま

す。これについても、地域のたすけあいチ

ームの皆さんの力を借りながら、小型除雪

機の貸し付けをしたり、あるいは農村地域

の機械を借りて、農村地域を丸々お任せし

て、その分を市街地のより住宅密集地にお

ける、除排雪のもう少し丁寧な、細やかな

除排雪ができないかということで取り組み

を進めてまいりました。そういった意味

で、職員も本当に過酷な条件の中で除排雪

に当たっていると思います。

民間の輸送業者の方もこの町に相当数あ

りますので、そうした力も借りて除排雪を

やっているということについては、私は自

信を持ってもいいのではないかと、この町

の除雪について、あるいは排雪について自

信を持っていいし、誇りを持っていいだろ

うと思っています。

ただ、今申し上げましたように、高齢化

社会に対応した除雪をどうするかというの

は、最大の課題でありますので、今後とも

御提案を含めて、御意見を賜りたいと、そ

のように思っております。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 最後に町長から御

答弁をいただきました。確かに美幌町は、

除雪は非常に進んでいてすばらしいと思い

ます。今後、高齢者の間口除雪とかその辺

が問題になっているというのも十分承知し

ております。その辺も含めて、さらに前向

きに行けるよう努力していただきたいとい

うように思います。

質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。

○議長（大原 昇君） これで、６番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は１１時１５分とします。

午前１１時０１分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

３番新鞍峯雄さん。

○３番（新鞍峯雄君）〔登壇〕 私は、さ

きに通告いたしました１項目、２点につい

て質問をさせていただきます。

ＪＲ美幌駅の無人化に対する対策につい
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てであります。

本年７月２７日にＪＲ北海道の髙橋啓治

旭川支社長が美幌町を訪れ、土谷町長に対

して、「平成２８年３月のダイヤ改正に合

わせて、ＪＲ美幌駅を無人化にする。この

ことは、５年かけての安全運行計画の取り

組みの中の一つで、決定事項である。」と

のことでした。これに対して町長は、「唐

突な話であり、理解できない。経営合理化

の一環であっても、地域の公共の足に影響

がない改革を進めるべきである。」と旭川

支社長に訴えています。無人化の説明から

早くも５０日を過ぎましたが、次の２点に

ついてお伺いします。

１点目は、ＪＲ美幌駅無人化に対する利

用者の影響についてどのように考えておら

れるのか。

２点目は、今後ＪＲとどのように粘り強

く交渉を重ねていくのかについてお伺いし

ます。

１回目の質問であります。よろしくお願

いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 新鞍議員

の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

ＪＲ美幌駅無人化に対する対策について

でありますが、１点目の御質問にあります

無人駅化に対する利用者への影響につい

て、現在、美幌駅舎やホームに北見駅と直

通専用電話が設置されているものの、無人

駅となった場合、列車の運行状況や緊急の

アナウンス情報が正しく伝わるのか、さら

に、利用者が駅やホームでけがをした場合

に、迅速な対応をどう行われるのか、安全

性の確保などへの影響が心配されるところ

であります。

また、現在、美幌駅窓口に近距離切符券

売機が設置されていますが、無人化と同時

に券売機の撤去も実施される可能性があり

ます。ほかにも、定期券や特急指定券の購

入に際し、無人駅では直接購入ができず、

北見駅や網走駅で購入するしかなく、負担

は大きくなります。さらに、駅は町の玄関

口であり、町のイメージが低下してしまう

影響も大きいと懸念しております。

次に、２点目の御質問でありますが、Ｊ

Ｒ北海道の計画によりますと、石北線で

は、美幌駅以外にも駅無人化や一部無人駅

の廃止案も示されたところであります。将

来を見据えますと、無人駅化はＪＲ石北線

廃止への布石となるおそれがあります。こ

のため、美幌町だけの問題ではなく、沿線

地域全体の問題と受けとめており、北見・

美幌・遠軽の１市２町による担当課長会議

を既に開催したほか、オホーツク総合振興

局も含めた情報交換も重ねております。

また、９月９日に１市２町の副市長・副

町長が対応について協議を始めたところで

あり、連携を図りながら解決に向けて取り

組みを進めていきたいと考えております。

ＪＲ北海道の主張が会社経営合理化の一環

であるとしても、それを利用者に負担や影

響を及ぼすことは受け入れがたく、課題整

理を図りながら交渉を粘り強く進めてまい

りたいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。

よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） それでは再質問を

します。多くの町民の皆様が御存じであり

ますけれども、私は国鉄２２年間、ＪＲに

移行して１９年間のトータル４１年間鉄道

に在籍し、平成１８年５月に退職したわけ

でありますけれども、美幌駅には国鉄、Ｊ

Ｒ合わせて４１年のうち３５年間在籍して

おりました。長年、窓口業務に携わってき

ましたので、お客様の気持ちは今でも十分

にわかります。それだけに、美幌駅に寄せ

る思いは、これは利用されているお客様、

さらにＪＲ北海道への思いでありますけど

も、誰よりも強いものがあります。

当然のことでありますけれども、美幌駅
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の無人化だけは避けなければならない。こ

の思いは町長と全く同じであります。

そこで、打開策は何かでありますけど

も、美幌駅の窓口営業が朝８時から午後６

時と限定になったのは、１７年前の平成１

０年からであります。この間、早朝の特急

列車、上り下りの学生列車、さらに夕方か

ら深夜の利用者の方々にはさまざまな御負

担、御苦労をかけてきています。そして、

今回は突然の無人化の話でありますが、

今、多くの利用者は不安な毎日を送ってお

ります。ＪＲでは、美幌駅を最初から無人

化にすると結論ありきで話を持ってきてお

りますけれど、無人化の基準が乗降人員や

営業収入の数字だけで判断すべきものでは

なく、重要なのは営業収入の内容、すなわ

ち利用者の実態で、お客様の年齢層、そし

てまた切符の種類、行き先などでありま

す。

私は１３年間、美幌駅の窓口で切符の発

売などでお客様と接してきました。私は今

でもＪＲを利用している関係で、駅に行く

ことが時々あります。退職してから９年経

過しましたけれども、お客様の流れという

のは急激に変わるものではありません。美

幌駅では現在７割が通学で利用する高校生

で、その他が３割です。

営業収入ですけれども、数字については

さまざまな事情がありますので、ここでは

差し控えます。収入関係では定期券が３

割、残りの７割が定期券以外です。定期券

の収入が意外と少ないのは、定期券の割引

率が普通乗車券の７５％から８０％とかな

り高いからであります。この７割を占める

収入の中には、駅窓口での購入に限られる

各種割引切符の利用者が数多くおります。  

特に、利用が多いのは悠遊旅倶楽部の会員

です。女性は５０歳以上、男性が６０歳以

上で、運賃・料金が３０％割引です。年間

１,５４０円の会費がかかりますので、会員

１人当たり最低でも年に１回、平均年に

三、四回利用しております。行き先は８

０％から９０％が札幌往復であります。悠

遊旅倶楽部割引で、自由席で往復１万３,５

００円ぐらいでありますけれども、単純計

算でも、相当の収入であります。

以上、ここまでお話しましたけれども、

ここまでは現在美幌駅を利用されているお

客様の利用状況についてですが、町長はど

のように、今、この話を聞いて受けとめら

れたかお伺いします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私どもで知り得な

い部分も、今の御質問の中に随分あったよ

うに思います。いずれにしろ、私どもは影

響が大だと。特に町のイメージとして、非

常に問題があるだろうと思っていますし、

また、これは悪循環で、要するにこの町で

無人化になる、そしてさらに人が乗らな

い、乗らないことによって、特急をどうし

ようかというような話のときに、特急がと

まらないなんていうことにならないように

しなければいけないと思っています。

実は、東旭川と北見間を結ぶ、いわゆる

タマネギ列車も昔は３便運行されていたの

が、今は美幌・訓子府・北見の支援のもと

にようやく１便が運行しているという状況

でありますので、これも貨物のほうはレー

ルを持っていないということで、旅客会社

に１０数億円のお金を払って運行している

というようなことであります。これがまた

だめになると、旅客会社自体の収益が減る

というようなことも含まって、全体的に公

共の足として、非常に不安を感じるという

のは今聞いたお話と私どもが得てる情報の

中の一つとして、非常に重大なことだとい

う思いをいたしております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 無人化になります

と、今私が話した割引切符の購入のため

に、３０キロメートル離れた北見や網走の

駅に往復２時間前後、さらに冬期間ですと

特に雪道は事故に気を使わなければならな
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い。利用者側からすると、余りにも大き過

ぎる負担であります。

ただ、現実にこのような状況になった場

合、美幌の交通環境はＪＲだけに頼らなく

ても、利用者には選択肢があるわけです。

女満別空港は近い、さらに札幌までの都市

間バスが走っております。気軽に利用で

き、お値段も安いと。ただ、列車は広々ゆ

ったりしていていつでもトイレを利用で

き、安心感がある。何よりもＪＲが好きだ

というお客様は、美幌・津別・大空の３町

には、まだまだたくさんいるわけでありま

す。

しかし、地元で割引切符を購入できなか

ったら、ＪＲを諦めるしかない。このこと

からおわかりのように、美幌駅無人化はＪ

Ｒと自治体双方が大きなマイナスになるわ

けです。ここが今回の無人駅化を避けるべ

き対策としての、一つのポイントではない

かと思っております。

ただ、ＪＲでは一時的な減収は承知の上

とのこと。しかし、一時的で済むものでは

なく、ＪＲがよくても、自治体としては承

伏など論外であり、何より地域の利用者の

痛手ははかり知れないものがあるわけで

す。

ＪＲでは、５年かけての安全運行計画の

取り組みの一つとのことでありますけれど

も、会社経営の基本は、収入があっての支

出。営業収入をふやすことが、安全対策へ

の充実です。さらには、地方再生による地

域活性化対策が行われている中、公共交通

機関であるＪＲは、このように多くの利用

者がいる自治体を切り捨てることを絶対に

諦めてはいけないのであります。

再度、町長、簡単に考えをお答えくださ

い。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ＪＲ側は全く影響

ないと言っています。１回目の質問で、新

鞍さんが勤めておられた期間も言っておら

れましたし、多分、新鞍さんは国鉄、ＪＲ

に本当に思いが深いのだろうなと感じなが

ら聞いておりましたけれども、ＪＲの新鞍

さんの後輩は影響ないと言っているので

す。

ただ、私は特にこの広い北海道の中で、

札幌中心に端に行くほど、いろいろな公共

交通機関があっていいと思うのです。

ＪＲも言っていました、冬に強いＪＲ

と。やはりそうだと思うのです。そして都

市間バスがあって、飛行機があって、本当

に地域に住む者は安心して住めるというよ

うなことが、公共交通機関の充実だと思い

ます。そんな中で、ＪＲは安全性と経営の

ことで、今回美幌駅を無人化にすると、こ

れはもう決定事項のように言っておりま

す。ただ、私はこれを点で考えれば、北見

の問題であり、遠軽の問題であり、美幌の

問題であるのかもしれませんけれども、先

ほど言ったように石北線全体を考えると、

線の問題で考えないと、大きな痛手をこの

地域にとってはこうむるのではないかとい

う思いで、この問題に取り組もうと思って

おりますが、いかんせん、ＪＲ側は経営の

問題含めて影響がなく、そしてこれはほぼ

決定事項だと言っております。

このあと９月２５日には美幌と北見と遠

軽の町長、あるいは副市長が、札幌のＪＲ

本社に行って、要望と言うより、私どもの

思いを伝えようという予定を今組んでおり

ますので、その中でしっかりと訴えていき

たいと思っております。ただ、ＪＲ側はか

なり強固であるというようなことは感触と

して皮膚感覚で感じておりますので、これ

は行政だけの問題ではなくて、この間道新

に書いてありましたけれども、住民の皆さ

んの声としてなかなか上がってきていない

というようなことも含まって、新鞍さんの

力も借りながら、しっかりとした取り組み

をしていかないと、多分、無人化は進むと

思いますし、そのあとのことを考えると、

かなり暗たんたる気持ちになると思いま

す。そんな思いをしております。
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○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） １回目の答弁の中

に、９月９日に１市２町の副市長、副町長

が対応について協議しているとありました

けれども、その内容というのはどういう話

でありましたか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） これは後ほど、副

町長が出席しておりますので、副町長から

答弁をさせていただきたいと思いますけれ

ども、９月９日に設定をして、１市２町の

副市長、副町長が集まって協議をしており

ます。これは、美幌から提案をさせていた

だいて、先ほど言ったように、まず点で１

市２町が関係あるということで、まず横の

連携を取って、その中にはオホーツク総合

振興局の職員も出席しているということで

あります。

これは、実はあした予定している吉住議

員も同じ質問をされていますが、１回目の

答えにずれがあります。質問に対する回答

を期限の問題で少しずれてしまったため

に、新鞍さんのほうには詳しく書いており

ませんけれども、詳しい内容については副

町長のほうから答弁させていただきたいと

思います。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） ただいまの新鞍

議員の質問の、９月９日に１市２町で話を

させていただいたという内容でございます

が、基本的には今後の対応ということで、

関連の副市長、副町長が集まって、今後の

対策をどうしましょうかということで、そ

れぞれで対策を練るのか、あるいは行動を

ともにして訴えていくのか、あるいは聞き

入れるのかというような対応の協議をいた

したところであります。

今、町長から話がありましたように、オ

ホーツク総合振興局の部長、課長も同席し

た中で対応について話をさせていただきま

した。

それぞれ、今回の１市２町の駅の問題

は、無人化あるいは廃止ということでちょ

っと内容が異なるものもあります。そうい

った中では、特にＪＲから廃止をするとい

う話がある駅については、実態としてはほ

とんど利用がないというようなところです

が、無人化については、当然利用があると

いう実態の中で無人化をするということで

あります。留辺蘂と美幌を無人化にしたい

というＪＲの意向でありますが、これもか

なり温度差がありまして、特に美幌は新鞍

議員から先ほどお話がありましたように、

１日７００人余りも利用しているというよ

うな状況で、利用が少ないわけではない

と。過去から比べると少ないのですが、ほ

かの駅から比べると数段に多いという実態

の中で、美幌が無人化というのはほかの市

や町から見てもちょっと驚いているという

ような状況の話も聞かされました。私ども

も驚いているわけですが、いずれにせよ、

その中でＪＲもかなり強硬に決定事項のよ

うなことで通告にまいったわけであります

が、受け入れる側としては、それは余りに

も唐突な話で、前段にＪＲの構想といいま

すか、計画についても何ら示されないまま

に、いきなり通告のような形で決定事項と

いうようなことで聞かされたので、それは

利用者にとっても何もメリットがないわけ

でありますから、そう簡単には聞き入れら

れないと。いくら決定事項と言っても、ま

ずはそれぞれ内容が違い、環境が違います

が、１市２町でＪＲ旭川支社から実はその

話があったのですが、本社に直談判をしよ

うということで、先ほど町長が話したよう

に、２５日に予定をいたしまして本社に出

向いて訴えてまいりたいということの意思

統一を図ったところであります。

その中で、それぞれ環境が違う中におい

て、それぞれ訴える内容も異なってくるか

と思いますが、それぞれの主張を訴えてま

いりたいということを意思確認した内容で

ございます。



－ 19－

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 今、副町長がお話

しましたが、私も先ほどいろいろと中身の

お話をしました。乗車人員以上に美幌駅と

いうのは本当にＪＲ北海道全体から見ます

と、収入が多くあるわけでありまして、こ

こで数字が言えないのが残念でありますけ

れども、とにかくお客様の層と言います

か、要するに定期券が表に出ていますが、

学生ももちろん大事ですけれども、外から

はわからないお客様についてはいろいろと

工夫して切符を買っておられる。それでま

た、窓口の社員もお客様のためを思って、

現在の美幌駅にいる社員も本当に親切丁寧

にお客様の対応をしております。

ですから、今月２５日に本社に出かける

わけでありますけれども、絶対最後まで諦

めたらだめです。何より、これだけ地域の

方々が利用されているわけでありますか

ら、本当に絶対最後まで諦めないという気

持ちを全員が持って、当たっていただきた

いと思っております。

また、私も無人化だけは避けなければな

らないということで、私の案でございます

けれども、今現在、美幌駅は駅員２人を配

置して窓口一人勤務で交代交代やっている

わけでありますけれども、営業時間が午前

８時から午後６時までの１０時間、年中無

休でやっております。それを窓口で切符を

発売できるようにするわけですが、営業時

間を９時から午後２時、今の半分にし、営

業日が月曜日から金曜日の平日だけ、土

曜、日曜、祝日は休みと。そして窓口では

乗車券の発売業務だけにして、改札と放送

案内は北見駅のほうからしていただくと。

そして、券売機は設置しない。とういう、

私の案ですけれども、この今言った体制で

すと、現在の半分以下の経費で済むことに

なり、そしてまた、収益も確保されるわけ

であります。ＪＲには、必ずよい結果につ

ながるよう最大限の努力をするということ

を強調する。ただし、無人化ではなく、１

人配置していただければ、その収入の１年

間の様子を見ていただいて、収入状況によ

っては、平成２９年４月以降の無人駅化は

やむを得ないと。そういう交渉をしてはど

うかというのが、一応私の考えでありま

す。いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、条件闘争みた

いなお話がありましたけれども、２５日に

行くときは、条件闘争ではなく、私たちの

思いとしては、無人化はするなと、してく

れるなというような思いでいきたいと、そ

のように思っております。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） 今の町長の発言の

とおり、現状維持、それは本当にそのとお

りなのですけれども、今私が話したこと

は、最後の土壇場と言ったら変ですが、そ

ういう思いであります。

私もＪＲ発足当初から定年まで働いてき

ましたが、ＪＲ北海道が発足した当時は、

営業増収という名目で、１万３,０００人の

社員にも葉っぱをかけてきたところであ

り、そういう中で、国鉄からＪＲに切りか

わり、国鉄当初は、旭川鉄道管理局だけで

も、１万人の職員がおりましたので、そう

いう中でも旭川鉄道管理局の３,０００人の

職員、それこそ旭川支社の７,０００人の職

員が首になったと。そういう中で、とにか

く稼げという感じでやってきたわけであり

ますけれども、国鉄からそれこそ会社にな

ったわけでありますから、先ほど言いまし

た収入があっての支出、繰り返しになりま

すけれども、５年かけての安全計画、やは

りその駅・駅によって事情が違うわけであ

ります。だから、美幌駅の場合、無人化に

されたら本当にとんでもないことになると

言いますか、町民の方、利用者の方もやは

り最後まで諦めてはいないと思っておりま

す。
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だから、９月２５日に行く際には、全精

神を使って、一致協力して、堂々と申し述

べてきていただきたいと、そのように願っ

ております。

私は、本当に今回の問題に対しては、地

域住民のことはもとより、やはりＪＲのこ

とを思っているからこそ、これだけ本当に

強い気持ちで話しているわけであります。

私も最後まで、本当に諦めないと言います

か、来年３月のダイヤ改正で時刻も若干変

わってくるので、年内大体遅くとも１２月

に入る前に決まってしまうと思います。と

にかくもう全神経を注いで本当に頑張って

いただきたい、そのように願っておりま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 新鞍議員の感情は

非常によくわかるのですけれども、今のＪ

Ｒは、国から数千億円の資金援助を受けて

います。そんな中で、会社をどうするかに

ついては相当厳しいことが予想されますの

で、２５日に私は行きますけれども、感情

だけでは多分だめでしょう。そんな意味

で、後方支援がないとなかなか厳しい状況

になるだろうというような予測はしており

ますけれども、ただ、美幌駅にしてもでき

たのが大正元年です。もう１００年を超え

る歴史を持っているわけです。そして、私

たちは今、駅に併設している林業館を木育

広場として３,０００数百万円かけて、新た

なお客さんを招こうとしているのです。そ

の中での話です。私はそのことも言わせて

もらいました。

感情的なことを言うのであれば、私は国

鉄時代の石田禮助総裁の話もさせてもらい

ました。この方は立派な方で、粗にして野

だが卑ではないという言葉を残しました。

要するに、あらあらしくて、野望であって

も、卑しくはないという意味だそうです。

だけども、今はやはりそういう状態にＪＲ

自体もないという認識の上で向かっていか

なければ、なかなかことは難しいと、その

ように思っておりますので、感情は感情と

して、私は受けとめながら、極めて冷静に

行かなければだめだろうと。それでもなか

なか厳しい状況にあるというのが現実的な

受けとめ方だろうと、そのように思ってお

りますので、新鞍議員も思いがあるのであ

れば、ＯＢ含めてそういう声をぜひとも上

げていただきたいと、そのように思ってお

ります。

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。

○３番（新鞍峯雄君） ＪＲ北海道が発足

して、平成５年です。社長表彰の中で団体

表彰があり、北海道で何百と駅があります

けれども、美幌駅だけが経費の節減部門で

社長表彰を受けている。これは本社の賞罰

に載っていると思うのですけれども、今思

い出しましたが、あの当時は夜になると列

車が行ったらホームの電気を消すなどし

て、本当にありとあらゆる努力をして節減

をしました。冬季間は融雪機が一晩で１駅

数十万円もかかり、莫大な金額であります

が、それこそ無人駅では、雪が降ろうと降

っていなくとも、暖かくても寒くても常に

入っているわけですが、あの当時は常に入

れたり消したりして、全員でそういういろ

いろな工夫をしながら、何百万円という経

費を浮かせて、美幌駅が社長表彰を受けた

という過去がございます。このお話を最後

に、私の今回の質問を終わります。ありが

とうございました。

○議長（大原 昇君） これで、３番新鞍

峯雄さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は１３時３０分とします。

午前１１時５７分 休憩

―――――――――――――――――――

午御 １時３０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

１２番中嶋すみ江さん。
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○１２番（中嶋すみ江君）〔登壇〕 本日

は、さきに通告してありました３項目４点

について質問をさせていただきます。

１項目め、若者の夢へのチャレンジを応

援について。

若者の夢を実現するためのチャレンジに

対して、自治体として助成金を支給するな

ど、若者を応援する取り組みを行う自治体

が出てきております。子供や学生の夢を育

み、夢へのチャレンジに対し、地域を挙げ

て応援することは、地域の魅力創造にもつ

ながる重要な施策と考えられます。

新潟県燕市では、小学生から２０歳まで

を対象に、将来を担う人材を育成するた

め、達成したい目標、叶えたい夢、夢を実

現するための自己啓発、体験活動、学習、

研修視察など、もっと住みやすいまちづく

りを目指して、みずからが企画した地域の

活動の実践、みんなで参加したくなるイベ

ントの事業提案、住んでいる町がもっと良

くなるアイデアなど、自由な発想の企画を

募っております。

本町でも、若者の夢へのチャレンジを応

援する企画の推進をしてはいかがでしょう

か。

２項目め、子育て世帯の経済的負担軽減

について。

１点目、妊産婦医療費助成について、子

育て世代の支援の経済的負担の軽減を図る

ため、妊婦健診１４回分の公費助成のほか

に、妊娠から切れ目のない支援の一環とし

て、妊娠が判明した時点から、出産の翌月

末まで妊婦さんを対象に医療費の自己負担

額を全額負担する自治体が出てきておりま

す。

本町でも、妊婦一般健診を１４回分、超

音波検査最大６回分を公費負担しておりま

すが、妊婦健診時には、ほとんど公費負担

額を超え、自己負担している妊婦さんもい

ます。

経済的負担の軽減を図るために、医療費

の自己負担額を全額無料にすべきと考えま

すが、いかがでしょうか。

２点目、今後の多子世帯応援について。

本町の多子世帯（１８歳未満の子供３人

以上を養育する世帯）の負担軽減のため

に、３万円の商品券配布事業の申請が始ま

りましたが、この助成に対し、大変にあり

がたいと感謝されておりますが、来年度も

多子世帯の応援事業は実施されるのでしょ

うかと期待と要望の声があります。

来年度以降の町の考えをお伺いいたしま

す。

３項目め、国保病院診療科について。

新たな診療科開設について。

町立国保病院は、本年６月から１０診療

科、常勤医師１０人体制となり、１９４９

年の開院以来、最多となり、充実した医療

環境になりました。さらに、国保病院の充

実のために、新たな診療科である産婦人

科、呼吸器内科、精神科などとともに、非

常勤医師による専門外来、特殊外来の開設

を検討課題としておりますが、どのように

進めていくかお考えをお聞かせください。

１回目の質問を終わらせていただきま

す。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 中嶋議員

の御質問に対しまして答弁をさせていただ

きます。

初めに、若者の夢ヘのチャレンジを応援

についてでありますが、新潟県燕市で取り

組まれている事例紹介がございましたが、

若者が２０年後の町の将来像をワークショ

ップ形式で意見を出し合い、テーマを共有

した者同士でチームを組み、その実現のた

め、行動に結びつけているのが特徴であり

ます。

美幌では昨年、美幌商工会議所が呼びか

けて、美幌を若者目線で盛り上げ、良いと

ころを発信しようと多くの業種から若者た

ちが集まり、まちづくり若者クラブ美幌愛

し隊が発足し、そのメンバーから一般公募

で第６期の総合計画策定のびほろみらいま
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ちづくり会議委員として、町の将来像を描

く基本構想や基本計画への貴重な意見を多

くいただいております。

さらに、昨年１２月、映画監督を講師

に、まちづくり講演会を開催しましたが、

この若者クラブが計画の段階から中心的役

割を果たして開催実現したものでありま

す。

このように、燕市の事例と同様ではあり

ませんが、美幌でも将来を担う若者たちを

中心とした動きが出てきており、今後は若

い発想による提案や実現化に向けた動きが

多くなることで、各分野への広がりに期待

をしているところであります。

また、町では従来から、団体などがみず

から企画し、自主的に取り組む活動に要す

る経費を補助して、地域活性化となる活動

やアイデア実現のために活用できる、美幌

町まちづくり活動奨励事業がございます。

この活動奨励事業では、７区分の対象事業

を設けて、補助金による支援を行っており

ます。対象事業としましては、地域の安

全・安心への推進事業、景観美化・自然環

境保全を図る事業、子どもの健全育成を図

る事業、スポーツや生涯学習の振興事業、

地域特性を生かした産業・ものづくりの振

興事業、観光振興事業、そして個性豊かな

まちづくりの推進に資する事業と、各分野

で広く使いやすいものとなっております。

多くの企画提案や活用に期待をしており、

活動奨励事業のＰＲも強化しながら推進を

図ってまいりたいと考えております。

次に、子育て世帯の経済的負担軽減につ

いて、妊産婦医療費助成についてでありま

すが、妊婦健診は、子ども・子育て支援法

第５９条第１３号において、市町村が義務

として行う地域子ども・子育て事業の一つ

であり、母子健康法第１３条第１項の規定

に基づく、妊婦に対する健康診査として定

められております。また、同条第２項にお

いて、厚生労働大臣は、前項の規定による

妊婦に対する健康診査についての望ましい

基準を定めるものとするとして、第１に、

妊婦健康診査の実施時期及び回数は、妊娠

週数の区分に応じ、出産までに１４回程度

行うこと、これらの妊婦健康診査の実施に

要する費用は市町村が負担すること、第２

に、妊婦健康診査の内容など及び必要に応

じた医学的検査を妊娠期間中の適切な時期

に実施することとしており、超音波検査、

妊娠初期から出産までの間に４回の実施が

定められております。

美幌町においては、妊婦の健康管理の充

実と経済的負担軽減を図り、安心して妊

娠、出産ができる環境を整備することを目

的として、妊婦一般健康診査１４回分及び

妊婦超音波検査６回分を上限に助成を行っ

ているところであります。

さらに、美幌町が実施する母子保健事業

として、プレママクラス・両親学級の開

催、産後うつや虐待予防、異常の早期発見

の観点も含め、全ての家庭を保健師が訪問

する乳児家庭全戸訪問事業、保護者の養育

支援が特に必要な家庭を訪問する養育支援

訪問事業、乳児・１歳６カ月児・３歳児健

康診査、乳児・幼児・５歳児相談と継続的

な母子支援事業を実施するほか、町独自

に、妊婦健診受診に係る交通費を助成する

プレママサポート１４事業、子育て家庭に

おむつ用ごみ袋を支援するエンゼルサポー

ト１２０事業、妊婦健診受診時において無

料で託児を行う妊婦健診時一時預かり事業

など、経済的な負担軽減も含め、町民のニ

ーズに応じ、きめ細やかな子育て家庭支援

事業を実施しております。

しかしながら、日本全体において、出生

数の減少や合計特殊出生率の低下に伴い、

少子化が確実に進んでおり、美幌町におい

ても、例外なく人口減少や少子高齢化の波

が押し寄せている中で、人口減少対策とし

て、実効性の高い施策を効果的、効率的に

推進していくことは、喫緊の課題であると

考えております。

近年、出産年齢の上昇により、健康管理
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がより重要となる妊産婦が増加傾向にある

とともに、母体や胎児、乳児の健康確保を

図る上で、保健指導及び健康診査の重要

性、必要性が一層高まっているところであ

り、妊婦健診に係る経済的不安の軽減は、

少子化対策の一つと考えますが、妊婦健診

費用の助成については、受診医療機関によ

り自己負担額に差があるため、公平性の確

保を要することや、各医療機関に与える影

響への配慮とあわせ、助成に要する財源の

確保も視野に入れながら、母子保健施策全

体で改善を図ってまいりたいと考えており

ます。

次に、２点目の今後の多子世帯応援につ

いてでありますが、本町において、今年度

実施の子育て応援商品券交付事業につきま

しては、国の地域活性化・地域住民生活等

緊急支援交付金を活用し、多子世帯におけ

る子育て費用の負担軽減を図り、かつ消費

喚起による経済の活性化を目的として実施

しております。

今後の考え方についてでありますが、子

育て応援商品券交付事業は、先ほど述べま

したとおり、事業費の大部分を賄うことが

できる国の地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金を活用した制度設計となって

いることから、来年度以降も実施する際は

財源の確保が課題となります。

このことから、来年度以降の実施につい

ては、現段階において未定となっておりま

すが、子育て世帯の応援に向けた施策のあ

り方を検討してまいりたいと考えておりま

すので、御理解のほどよろしくお願いをい

たしたいと思います。

次に、国保病院診療科について、御質問

の国保病院における新たな診療科開設につ

きましては、地域内の診療所や病院など、

２次医療圏における受診状況などを考慮

し、平成２７年１月に泌尿器科を、平成２

７年４月には、美幌クリニック閉院に対応

するため、非常勤医師による脳神経外科

を、平成２７年６月には常勤医師確保によ

り整形外科の開設を行ってきたところであ

ります。

御指摘の新たな診療科であります産婦人

科・呼吸器内科・精神科などの開設につい

ての考え方でありますが、産婦人科につい

ては、平成１６年度に全国的な産婦人科の

医師不足から、道内の３医育大学による分

娩病院のセンター化構想を進めるため、旭

川医大から派遣を受けていた１名の常勤医

師が引き揚げられ、以来、産婦人科が休診

となり、現在も産婦人科医師の招聘に努め

ているところであります。

産婦人科開設の考え方につきましては、

分娩を除く産婦人科の診療を行い、あわせ

て町からの妊婦健診や婦人科検診の受託な

どを行うことで、地域の産婦人科診療のニ

ーズに応えたい考えであります。

次に、呼吸器内科については、肺がんな

どの呼吸器関連の疾患では、呼吸器外来と

の関連もあることから、患者の受診状況や

収益の状況、２次医療圏内の呼吸器内科へ

の受診状況などを考慮すると、呼吸器内科

単科での診療科を開設するのではなく、他

の診療科も兼ねて診療が可能な医師の招聘

が望ましいと考えております。

また、精神科の開設にあっては、地域内

の患者動向や２次医療圏の精神科病院・診

療所などの開設状況、入院患者を受け入れ

る場合の精神病棟などの対応を考えると、

精神科単科での開設は極めて困難と考えて

いるところであります。しかし、現代社会

では心理社会的要因が密接に関与した心身

症が増加していることから、心療内科を診

ることができる総合診療医などの招聘につ

いては、可能性があるものと考えておりま

す。

次に、非常勤医師による専門外来・特殊

外来の開設についてでありますが、非常勤

医師による脳神経外科では、既に認知症診

療の専門外来を行っており、平成２７年７

月１日からは、常勤医師による専門外来・

特殊外来として、西村内科医師が担当する
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禁煙外来を開始しており、開始要件となる

病院敷地内の全面禁煙をあわせて実施した

ところであります。

また、９月中旬からは、酒井総合診療科

医師による睡眠時無呼吸症候群外来とし

て、睡眠時無呼吸検査と治療を開始したと

ころであります。

今後におきましては、地域内で診療が必

要と考えられるその他の専門外来・特殊外

来については、診療に関し専門性や特殊性

を求められることから、専門医などを取得

している非常勤医師の招聘が可能となった

場合に、随時、開設可能かどうかを判断し

てまいりたいと考えておりますので、御理

解をお願いいたしたいと思います。

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） １項目めの若

者の夢へのチャレンジを応援について再質

問させていただきます。まちづくり若者ク

ラブ美幌愛し隊の方が、第６期の総合計画

策定のみらいまちづくり会議委員として参

画、また、芸術文化振興事業として開催さ

れた人気バンド、トライプレインのワンマ

ンライブの企画を２０代から４０代の実行

委員が中心となり、そして、愛し隊の木村

さんが委員長で進められたことも承知して

おります。このように、若者が美幌町のた

めにいろいろな企画、また、活動が報道さ

れていることが美幌の未来に活力と発展の

推進につながるものと期待するところであ

ります。

若者の夢へのチャレンジを実施している

新潟県燕市は、助成対象に個人と団体があ

ります。個人は高校生から二十歳までであ

り、経費の助成額は一つの活動に１０万円

までです。団体は小学生から二十歳まで

で、３人以上でサポート役の大人が必要で

あります。助成金は２５万円までです。活

動は、夢の実現活動と地域活動、実践活動

に分けております。夢の実現活動例として

は、Ｃ級グルメの開発、海外交流活動、町

を楽しくおもしろく元気な町パート推進活

動、観光アプリの企画・開発、資格取得研

修などです。そして、地域活動実践活動例

としては、学校の日頃の活動では取り組む

ことが難しい授業、地域の特徴を生かし、

自分の住んでいる地域を誇れるような地域

で取り組むイベント、被災時の避難誘導看

板の設置や防災マップの作成、子供・大人

の中間サミットなどを上げております。そ

して、助成対象期間は本年６月１日から１

２月２８日でありますが、この期間であれ

ば、短い活動期間でもよいとなっておりま

す。申請状況は、４件中４件が採用になっ

ており、その後３件の申請があるそうで

す。

また、愛知県小牧市では高校生から２５

歳以下の学生を対象として、活動内容は海

外での語学研修やインターンシップ、ボラ

ンティア、フィールドワークなどで、学生

がみずから考えて企画した活動に対し、３

０万円を上限に経費の一部を助成しており

ます。７件中５件が採択され、海外への渡

航費や地元で行うイベントに係る費用の一

部などに対し、助成金が支給され、既にそ

れぞれの活動に入っているそうでありま

す。このように、若い世代の夢の実現に向

けた活動を促すことが目的で、一つのきっ

かけとして経済的に支援するものでありま

す。

本町でも奨励事業があります。それに追

加して子供や学生などの若い世代の夢への

チャレンジに対し応援してはいかがでしょ

うか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 若い世代の発想と

行動力が、閉塞した時代を突き破るとよく

言われておりますけれども、本当に若者ら

しい発想と行動、こういったものが地域を

動かすのだろうと、そのように思っており

ます。
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今、中嶋議員がおっしゃったように、美

幌町のふるさとづくり事業の取り組みも実

はやっております。それで、これは竹下内

閣のときの１億円のふるさと創生を原資に

して、実はいろいろな事業を取り組んでき

ましたけれども、途中、一度中断して改め

て、平成２４年からリニューアルして取り

組んだ事業でありますので、こういったも

のをぜひどんどん活用して若者の力を期待

したいと、そのように考えております。

美幌もやっていないわけではなくて、こ

ういう事業も持っていると。また、海外の

皆さんとの交流も、美幌町はニュージーラ

ンドと姉妹都市を結んでいますので、そう

いったことも現実的にはやっておりますの

で、これをさらにどうするかについては今

後の課題であると、そのように思っており

ます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） この７区分の

奨励事業の実績など、わかれば教えていた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。

○まちづくり主幹（露口哲也君） 実績で

ございますけれども、前年度につきまして

は１件の申請がございました。それから、

平成２４年度でございますけれども、こち

らについても１件の実績がございます。最

近ではその２件でございます。

今年度におきましては、今、申請相談が

ある部分がございますが、まだこれから審

査会等がございまして、予定としてはござ

いますけれども、まだ実施はしておりませ

ん。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） １件でも２件

でも申請されるということは良いことだな

と思います。また、美幌町のこの申請場所

を見ますと、まちづくりをメインにしてい

るという思いでありますので、私は若い方

の夢の実現のためということで、ちょっと

ニュアンスが違うのかなと思っておりま

す。ぜひ、この事業もこの奨励事業の中に

加えていただきたいと願い、この質問は終

了させていただきます。

次、２項目めの１点目、妊産婦医療費助

成について再質問をさせていただきます。

少子化対策の充実のためにも、子育て世

代にさらなる経済面の支援を行い、母子と

もに健康に留意して、安産で子供を産むこ

とができるように、妊産婦にきめ細かい手

を差し伸べることが、私は以前から必要と

考えておりますが、この点はいかがでしょ

うか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 子育てのことにつ

いては、午前中の戸澤議員の御質問にあり

ましたように、多子世帯含めて、少子化に

対する対応をしっかりととっていきたい

と、そのように思っております。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 質問の２点目

です。

経産婦などは、特に２人目を１人目とは

違う医療機関で妊婦健診を受診し、出産し

た方などは、妊婦健診での自己負担額が異

なることは医療機関の診療方針だと理解し

ております。

現在、本町でも乳幼児医療など公費助成

をしておりますが、医療機関の選択は個々

の自由であり、受診回数などにより医療費

に差が出ますが、それを考えますと妊産婦

の医療費助成も可能と考えますが、いかが

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 妊婦健診につ

きましては、おっしゃるとおり、おのおの

の産婦人科によりまして、その金額が定め

られております。ですから、それぞれの診

療機関によって一律になっていないという

状況がございます。
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それで、美幌町においても厚生労働省が

示す基準により、一定の費用負担の限度が

ございますけれども、そのような形で支援

しているというような状況がございます。

ただし、美幌町の場合は、超音波検査につ

いては４回のところを６回にふやしている

というような支援方法をとっている状況で

ございます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 今の答弁は承

知しているところであります。

続きまして、子育て支援を考えてみます

と、生まれてからの支援は出産一時金、乳

幼児医療の公費助成、児童手当の支給、会

社においては、子供の扶養手当の支給など

がありますが、妊娠中のおなかの子供の支

援はと考えますと、母体とおなかの子供の

健康確保が唯一の支援であると思います。

そう考えますと、妊婦健診、妊婦一般健

診、超音波検査の公費負担にあわせて、産

婦人科の医療費助成は必要であると私は思

いますが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 財政力のある

自治体はうらやましい限りでございますけ

れども、全ての出産費だとか、医療費を無

料にできればよろしいのでしょうが、やは

り、数ある育児支援事業の中で、総合的に

美幌町の場合も実施しているというような

状況がございます。財源の確保を図りなが

ら、一つ一つ事業を精査した中で、母子保

健施策の全体の中で、改善を図ってまいり

たいと思っております。

そしてまた、現状では国の財源につきま

しても、交付税等の制度が変わりまして、

例えば平成２５年からこの妊婦健診につい

ても２分の１の補助事業であったのです

が、普通交付税に理論計算という財政措置

になっている状況がございます。政府の補

助ではなくて、地方財政措置が後退すると

いうような状況もございまして、非常に財

政的に苦慮しているというような状況がご

ざいます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） ここで私がポ

イントとしているのは、生まれてきてから

の支援はあるけれど、おなかにいる子供の

支援がもう少しあったらいいのではないか

という思いで質問させていただきました。

また、財政面も本当に大変な中、頑張っ

ていただいているということは、健全化判

断比率の中の将来負担比率を見ましたら本

当に美幌町は努力されているということが

わかりました。平成２３年は３４.７％、平

成２４年が２０.２％、平成２５年が７．

５％、昨年度は１.５％までになっておりま

す。本当に努力されていると思います。

そうした中で、少子化対策としても、子

育て支援としても、もう少し力を入れられ

る余裕が出てきているのではないかと私は

感じておりますがいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 行政サービスは健

全財政の上に成り立つものだと思っており

ますので、健全財政に努めていくのは、従

来もそうでありましたけれども、今後にお

いてもそういうことをしっかりとやってい

かなければいけないと思っております。そ

の中で、いろいろな事業を取り組まなけれ

ばいけないということで、子ども・子育て

の対策、あるいは少子化対策もです。本当

に一部だけではだめなので、総合的に、継

続的に全体を見渡して、しっかりとした取

り組みをしていかなければいけないという

ことでありますので、午前中の答弁もさせ

ていただきましたけれども、計画に基づい

て着実な推進を今後とも図っていきたい

と、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） ここで平成２

５年度と平成２６年度の出生数をお伺いし
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ます。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 平成２５年度

は１５６名、平成２６年度は１２９名でご

ざいます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 今出生数をお

伺いして、出生数が美幌町もすごく減少し

ているなと、私は危機感を感じておりま

す。この現状からも、子供を産んでくださ

る経済的に一番大変な時期の若い世代の方

に、早急に手厚い支援をしなければいけな

い時がきているのではないかと私は考えま

すがいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 全く同感でありま

す。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） それでは、こ

の妊婦健診体制整備事業の中に、ぜひ妊産

婦の医療費助成を盛り込んでいただくこと

を期待してこの質問を終了させていただき

ます。

２点目の今後の多子世帯応援についてで

あります。

多子世帯の応援、支援の充実は少子化対

策の一つと思っております。美幌版総合戦

略の事業候補の中に、現在の多子世帯の方

に、子育て一時金の支援及び義務教育課程

の子供さんのいる世帯には、給食費補助事

業が候補にありました。この事業が実施さ

れるようになれば、今年度に続き、多子世

帯の家庭を応援、支援ができることになり

ます。

このような支援事業が候補に上がってき

たことは、多子世帯の方にとっては朗報で

あり、喜ばしく思っていると思います。

また、子育て支援が一つ一つ行き届いて

いきますと、住みよい町と捉え、美幌町に

も住居を構え、他の市町村に通勤する方も

ふえる要因にもつながるのではないかと考

えております。

他の市町村でも、子育て世帯の応援は定

住促進につながるという思いで対策をとっ

ているところもありますがいかがでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 子育て支援のこと

についても、やはり全体的にそうなのです

が、財源をどうするかということで、今回

多子世帯に対する支援ということで、商品

券の交付事業を行ったわけですけれども、

これについても、緊急支援交付金というこ

とで、国のお金が交付されるということで

取り組んだということでありますので、来

年以降も大いに期待したいとは思っており

ます。ただ、一部を今、地方負担２分の１

になんていう声が出てくると、なかなか取

り組みにくい状況も出てきますので、引き

続き地方から声を上げて１００％の事業で

やらせていただいておりますので、そうい

う財源措置をとっていただく、さらにもう

少し言えば、それぞれの町村がフリーハン

ドで使えるお金を、いつも言っていること

ですけれども、そういった交付金にしても

らったら我々としては磨いてきた腕を発揮

できるのではないかと、そのように思って

いますので、議員のほうからも、ぜひとも

よろしくお願いをいたしたいと、そのよう

に思っております。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 現在、多子世

帯の方の支援・応援は始まりましたが、こ

れから先、３人、４人と出産を希望されて

いる方の経済的応援も必要だと私は思って

おります。

妊娠は、妊娠した喜びから始まります。

そして、生まれるまでの間、たくさんの心

配がつきまといます。まさに、出産は一大

事業であると思っております。その中、３

人、４人と産んでくださっている方には、
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頭の下がる思いであります。私も子供３人

を育てましたが、おやつを買うときなど、

同じものが必ず三つ必要でした。衣類はお

下がりがきくように、なるべく兼用できる

色合いを選ぶなど、考えて買ったものでし

た。ですが、成長とともに女の子は女の子

用、男の子は男の子用が必要になります。

もちろん、子供が多いほどお金がかかりま

す。子供は町の未来の宝からです。力で

す。町を元気に明るくしてくれます。そう

考えますと、未来を担うベビー誕生を、町

を挙げてお祝いしないではいられない気持

ちに駆られますがいかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 子供が次の世代を

つくっていくということでは、中嶋議員と

同じような気持ちでおりますけれども、ま

ず結婚から始まって、妊娠して出産して、

そして子供の成長に合わせて教育をしてい

くということを考えますと、やはり先ほど

おっしゃったように、おなかにいる子供の

ときから切れ目のない総合的な支援が必要

なのだろうと思っております。

そういった中で私どもは、子ども・子育

て支援の計画をつくりましたので、繰り返

すようでありますけれども、これらのしっ

かりとした推進を図ることによって、議員

おっしゃるようなことも実現できるのでは

ないかと思っておりますので、引き続き努

力をしてまいりたいと、そのように考えて

おります。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 私はこのお祝

い金をぜひ差し上げてほしいなと思って質

問いたしましたが、その金額も考えてみま

した。第１子が５万円、第２子が５万円、

第３子以降は５０万円。その５０万円は、

誕生したときに１０万円、幼稚園入園時に

１０万円、小学校入学時に１０万円、中学

校入学時に１０万円、高校入学時に１０万

円。これはちょうどお金のかかる時期であ

ります。そのように出していただいたらあ

りがたいなと思っております。

その予算を考えて計算してみました。そ

うすると、８００万円でした。そして、先

ほどの妊産婦の医療費は１３０人と考え

て、大体３万円弱であります。そうする

と、３６０万円であります。そう計算して

いきますと、このお金の予算組みができな

いのかということを質問したします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 国のお金を使っ

て、短期的にやる事業もあります。例えば

緊急雇用の事業だと、本来やらなければい

けない、人の配置をしなければいけないと

ころにそういった事業ができてくるという

ことで、それに対して財源措置をするとい

うような方法もあると思いますけれども、

いずれにしろ、行政としては継続性が大事

だと思っていますので、一過性ではなかな

か受け入れられないものがあるだろうと思

います。継続的にやるには、相当な財源的

な裏づけが必要だということになってきま

すので、今直ちにおっしゃったようなこと

が実現できるかどうかはこの場でお答えで

きませんけれども、いずれにしろ、財源的

な措置をしっかりとして、一過性ではなく

て継続的なことを結婚から教育まで切れ目

なくやるというのが、計画の柱であります

ので、これのしっかりとした推進をぜひと

も図ってまいりたいと、そのように考えて

いるところであります。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 実現を望み、

この質問は終了させていただきます。

最後の再質問をさせていただきます。新

たな診療科開設についてであります。

国保病院は新任の先生方、非常勤医師の

先生方のおかげで認知症診療、禁煙外来、

睡眠時無呼吸症候群外来の専門外来、特殊

外来も開設することができ、また、１０科

の診療科も整い、一段と地域医療体制が充
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実し、住民の安心につながったと感じてお

ります。

答弁にありましたが、今後はどのような

専門を取得した非常勤医師を招聘すること

で、専門外来、特殊外来が開設できるの

か、お伺いいたします。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 中嶋議員の

再質問にお答えいたします。

専門外来、特殊外来の開設の考え方でご

ざいますけれども、まずは基本となる診療

科がございまして、内科、外科となるので

すけれども、そのお医者様の招聘が今後も

かなった場合に、その先生が専門医の資格

を持っていらっしゃる場合に、その範疇で

町民のニーズなども踏まえながら、専門外

来の開設について検討してまいりたいと考

えているところでございます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 非常勤医師を

招聘するのではなくて、専門外来、特殊外

来の開設ができるようになるには、常勤医

師の内科、外科ということなのでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 現在、１０

人の医師の常勤化ということでございます

けれども、今後、お医者様につきましても

世代の交代等がございまして、内科の医師

ですとか、総合診療科の医師ですとか、そ

ういう方の招聘も今後は考えていかなくて

はなりません。そのお医者さんの中で、そ

ういった資格を持っていらっしゃる方がい

れば、専門的な外来についても、開始でき

るということでございますし、また非常勤

の医師につきましても、必要となるな診療

科の非常勤医師が招聘されて、その中で専

門的な知識を持っていらっしゃる診療が可

能な先生がいらっしゃいましたら、専門的

な外来についてもやっていただけるという

ように思っていますので、その範疇で開設

について検討していきたいというものでご

ざいます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 専門外来を持

っているお医者さんではなくて、その常勤

医師の招聘した先生が持っている専門のも

のを開設するということなのですね。わか

りました。

続きまして、診療科が充実されてきたこ

とで、近隣の町の呼吸器系医療機関へ通院

の患者さんや、精神科に通院されている患

者さんたちも、呼吸器科、精神科の開設を

待ち望んでおります。

それで、７月１８日の障がい者福祉講演

会で障がいをお持ちの方が登壇されまし

た。その方のお話の中に、精神科の開設の

要望もありました。

そこでお伺いします。心療内科医など含

めた総合診療医、呼吸器科を兼ねた診療医

の招聘は開始されたのでしょうか。それと

も、もし開始されていなければ開始のめど

についてもお伺いいたします。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

御質問でございますけれども、心療内科、

呼吸器内科含めて、新たな診療科の開設は

されておりません。答弁書にも書きました

が、内科のお医者さんの範疇の中で、呼吸

器内科の診療が可能なお医者さんが招聘さ

れた場合には、呼吸器内科の診療も総合診

療科のお医者さんの中で、可能であればそ

ういった患者様についても受け入れていく

という考え方でございます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 次に、認知症

診療体制のように、今認知症診療体制は月

２回実施されておりますが、そのように受

診状況や収益面から、精神科におきまして

も、月２回などの外来診療体制は可能なの

かお伺いいたします。
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○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 精神科の関

係でございますけれども、精神科と言われ

る診療科につきましては、要するに、うつ

病等のものになると思いますが、そうなる

と本当に精神科としての診療になってきま

すので、例えば、内科の医師が診れるかと

いうとそうではありませんし、新たな診療

科としては、全く別なもののお医者さんを

招聘するという形になりますので、そこは

十分な検討、収益の関係の検討ですとか、

地域のニーズですとか、あと病院の施設関

係の対応ですとか、そういったことも含め

て検討していかなくてはならないことにな

りますので、現在はその状況にはございま

せん。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 再確認なので

すけれど、精神科の受診状況とか収益面は

まだ計上したことはないのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 精神科とし

ての受診は全くありませんので、収益の計

算もしておりません。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 美幌町から精

神科にかかって、外来だけしている方がい

ると思います。今後その方の状況を把握し

ていただきたいなと思っております。そし

て、要望されておりますので、それに対し

て収益面とか受診状況とかをしっかり把握

していただいて、理解していただくという

ことも大事なのかと思います。

月２回という認知症診療のような可能性

はあるのかないのかということも、今回答

できることとがあればお願いします。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 現在のとこ

ろ、町内に精神科の受診を実際にされてい

る患者様ですとか、そういった需要の把握

というのはしておりませんので、今後そう

いった方がどれぐらいいるのかについて

は、状況把握に努めたいなというふうに思

っております。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 障がい福祉講

演会でも要望の意見が出ておりましたの

で、ぜひ、この件は掌握をお願いいたしま

す。

最後に、その後の婦人科の医師招聘状況

をお伺いします。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 以前、中嶋

議員さんから御質問ありました、産婦人科

医師の招聘の関係につきまして、これまで

招聘に努めてきたところ、何名かの募集が

あったのですが、お医者様の資質の問題等

を考慮して、残念ながら招聘までは至って

いないという状況でございます。

その後、産婦人科医師からの問い合わ

せ、照会等は今現在のところないというこ

とでございます。

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。

○１２番（中嶋すみ江君） 招聘がないと

いうことはちょっと残念だと思いました

が、ぜひまた頑張っていただきたいと思い

ます。そして、さらなる地域医療の体制の

充実に期待しまして質問を終了させていた

だきます。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 国保病院の医師の

充実については従来からやってきて、よう

やく１０人の先生方に来ていただいたとい

う思いであります。

今後についても、今議員がおっしゃった

こともあるのですけどれも、実は８月２７

日にも旭川医大の吉田学長にお会いしてお

願いしてきたのですけれども、高齢化に向

かって、この町で白内障・緑内障の手術が

できるような体制にするために、固定医の
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配置のお願いをしてまいりました。今、眼

科の固定医も非常に厳しいという状況にあ

るというようなお話をいただきました。

今、北海道には３医育大学がありますけ

れども、それぞれ全道にわたって医師を派

遣しているというような状況であるとこの

前聞かされました。そういった意味で、い

ろいろな科目のお医者さんが集まれば一番

いいのですけれども、なかなか難しいとい

うような状況もありますので、まず第１に

は、今お話しました眼科は、出張医で来て

いるわけですから、これを何とか固定医に

して、白内障・緑内障の手術をこの町でで

きて１日でも２日でも入院していただいて

家庭に戻っていくというような体制をぜひ

とりたいということで、今後も努力してい

きたいと思っていますし、また、その他の

診療科目のお医者さんも引き続き確保でき

るよう努力をしていきたい、そのように考

えております。

○議長（大原 昇君） これで、１２番中

嶋すみ江さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をします。

再開は１４時４０分とします。

午後 ２時２５分 休憩

―――――――――――――――――――

午御 ２時４０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

通告順により発言を許します。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君）〔登壇〕 それで

は、さきに通告いたしました２項目３点に

ついて順次質問させていただきたいと思い

ます。

１点目は、地域包括ケアの推進について

で、一つは現在の体制と拡充についてでご

ざいます。

平成２６年１２月の議長から町長に対す

る民生行政の政策提言に対する取り組み状

況の回答が、平成２７年６月５日付けで示

されました。現状において、全ての福祉課

題について対応し、現状の体制の中で拡充

を図っていきたいとの回答でありますが、

今回は、地域包括ケアの現状と対応、今後

の医療と在宅介護の連携についてお伺いい

たします。

平成２５年８月の社会保障審議会介護保

険部会資料によりますと、団塊の世代が７

５歳となる２０２５年（平成３７年）に

は、７５歳以上の人口が２,０００万人を超

えます。今後、在宅で医療・介護を必要と

する人がふえ、特に、単身高齢者、認知症

高齢者が増加し、地域包括ケアシステムの

実現には、医療と介護の連携がますます重

要と言われております。

地域包括支援センターの機能が十分果た

されるためには、設置者である町の適切な

指示や対応が求められます。定期的な人事

により、地域包括ケアを担当する管理職が

数年ごとに異動していては、問題点をしっ

かり把握し、適切なコーディネートや指示

を行うことは極めて難しいと考えます。地

域包括支援センターの職員のほうが専門性

を有し、勤務経験が豊かであるため、とも

すれば、委託先に任せっきりとなり、発生

している課題に適切な対応が十分でないも

のがあります。

２０２５年問題に対応するためにも、さ

きに政策提言した高い専門性と調整能力を

有する専門職員の配置、さらに、国保病院

と地域包括支援センター及び介護施設等と

の連携を拡充するために、町として今後ど

のような体制づくりを検討されております

か。

２点目、医療と介護の連携について（支

える医療の体制づくり）についてでござい

ます。

２０２５年問題は、在宅医療の推進と自

宅でのみとり、治す医療から支える医療が

求められています。国保病院と北見赤十字

病院との連携、町内診療所との連携、介護

や福祉施設等との連携の考え方についてお

伺いいたします。
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特に、入院担当の看護師は患者を早く治

し、退院させる看護から、退院後の患者の

生活支援を目標にした支える医療を推進す

ることが強く求められており、そのため

に、看護師の意識の転換と病院一丸の体制

づくりが必要と考えますがいかがですか。

２項目め、子育て支援の弱者対策、寡婦

控除のみなし適用についてでございます。

御存じのように、税法上の寡婦控除は配

偶者との死別または離婚が要件となってい

ます。ただし、いわゆる未婚の母または父

はこの要件に該当しないため、同じひとり

親世帯で同じ所得であっても、保育料など

行政サービスの利用料に差が生じ、不公平

となる現実があります。

平成９年、岡山市が全国初の未婚のひと

り親に対する寡婦控除のみなし適用を実施

し、その後、県庁所在地や政令市を主に全

国的に年々ふえ、広がっています。

道内では、平成２４年４月札幌市を皮切

りに、本年４月から士別市、７月からは室

蘭市が実施をしております。

年収２００万円、社会保険料２５万円で

働く未婚の母と子供一人の家庭を例とした

場合、通常の寡婦世帯と比べて、所得税・

町道民税の負担、保育料の負担にどの程度

の差が生じますか。また、保育料以外に負

担の差が生じるものはありますか。

未婚のひとり親、死別や離婚をしたひと

り親より収入が平均よりも少なく、経済的

負担が重く、一番困窮している現状を考慮

し、子育て弱者支援の観点から、寡婦控除

のみなし適用を町長の英断で実施すべきと

考えますがお伺いいたします。

以上で１回目の質問を終わります。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 上杉議員

の質問にお答えを申し上げます。

初めに、地域包括ケアの推進について、

現在の体制と拡充についてでありますが、

現在日本においては、諸外国に例を見ない

スピードで高齢化が進行しており、６５歳

以上の人口は３,０００万人を超え、団塊の

世代が７５歳以上となる平成３７年以降

は、国民の医療や介護の需要がさらに増加

することが見込まれております。

本町におきましても、団塊の世代が７５

歳以上となる平成３７年度の高齢者人口は

６,９３５人となり、高齢化率では３８.

３％になると推計されております。こうし

た背景を受けて、国では平成３７年を目途

に重度の要介護状態となっても、可能な限

り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを、

人生の最後まで続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一

体的に提供される地域包括ケアシステムの

構築を推進しております。

本町の取り組み状況としましては、美幌

町の介護・福祉行政の一翼を担う公的機関

として、地域包括支援センターにおける包

括的支援事業実施方針を示し、総合相談支

援や介護予防ケアマネジメントなどの業務

を社会医療法人恵和会に委託した中で取り

組んでおります。相談窓口を一本化したこ

とにより、これまで潜在していたさまざま

な事柄が表面化したことで、相談件数も

年々ふえている状況にありますことから、

地域包括支援センターが身近な存在として

広く住民に周知されているものと考えてい

るところであります。

御承知のとおり、地域包括支援センター

は民生部と同じフロアに設置されておりま

すので、常日ごろより地域包括支援センタ

ー職員とともに、町の保健師や担当職員、

主幹を構成員として個々の事案に対応して

おります。また、案件によってはその都

度、国保病院のソーシャルワーカーや看護

師及び民生委員を初め、地域の関係者が参

画した地域ケア会議において、常に連携・

情報共有を図り対応しておりますことか

ら、委託先に任せっきりとせず、常に発生

する課題には適切な対応がとれるよう、こ

れまでも連携調整に努めているところであ

ります。



－ 33－

お尋ねの、高い専門性と調整能力を有す

る専門職員の配置につきましては、専門的

な機能を十分に果たしている地域包括支援

センターとの連絡調整により、常時、情報

共有が図られていると認識しておりますこ

とから、専門職員の配置は考えておりませ

んが、今後とも適切なコーディネートや指

示が行えるよう、担当職員の資質向上に努

めてまいりたいと考えております。

また、国保病院と地域包括支援センター

及び介護施設などとの連携を拡充するため

の体制づくりの検討につきましては、高齢

者サービス調整会議や地域ケア会議など

で、国保病院地域医療連携室や町内の介護

施設などと地域包括支援センター及び町に

おいて、今後ともさらに密接な連携体制の

強化を図りたいと考えております。

このため、地域ケア会議を初めとするそ

れぞれの連携会議で出された課題や地域の

問題点については、これまで同様に関係機

関の協力を得ながら、今後も整理した中

で、美幌町にふさわしい体制づくりをさら

に構築し、来るべき２０２５年問題に万全

を期してまいりますので、御理解を賜りま

すようお願いをいたしたいと思います。

次に、医療と介護の連携について（支え

る医療の体制づくり）についてであります

が、御質問の国保病院と北見赤十字病院な

どの医療機関や介護・福祉施設などの連携

の考え方についてでありますが、医療を必

要とする高齢者の多くは、複数の医療機関

を受診しているため、各医療機関におきま

しては、薬の処方履歴や症状など、医療の

提供に必要となる情報について、診療情報

提供書により患者情報の共有を行っており

ますが、北見赤十字病院におきましては、

病院改築にあわせ、地域医療広域ネットワ

ークのための医療情報提供システムの導入

を図り、電子データによる情報の共有が可

能となるシステム整備を行ったところであ

ります。

このシステムに参加することにより、北

見赤十字病院を受診している患者の病歴・

処方・検査・画像データなどが国保病院な

どの連携医療機関で、参照が可能になるこ

とから、国保病院におきましても、本年度

の電子カルテ導入にあわせ、北見赤十字病

院と同様に、医療情報の提供が可能となる

システムを導入し、北見赤十字病院の患者

情報の参照や、国保病院の一般患者及び救

急外来受診患者の必要な医療情報を迅速に

北見赤十字病院へ提供できるよう、患者情

報提供システムの構築を検討しているとこ

ろであります。

また、町内の医療機関に対しましても同

様に、病歴・処方・検査・画像データなど

の患者情報のほか、ＣＴ・ＭＲＩの画像デ

ータが提供できるよう、町内における医療

情報のネットワークを構築し、医療連携の

効率化を図ることができないか検討してい

るところであります。

特に、介護や福祉施設との連携では、介

護事業所の利用者や施設の入居者が国保病

院に入退院となった場合には、入院時や退

院時のＡＤＬ（日常生活動作）などの情報

が必要となることから、現在は病棟看護師

や医療ソーシャルワーカーが医師・看護

師・理学療法士から必要な情報を聞き取

り、患者や家族との面談を踏まえ、介護事

業所・施設へ情報の提供を行っており、必

要な情報の収集に時間と手間を要している

のが実態であります。

このため、電子カルテの導入にあわせ、

退院支援システムを導入することで、病棟

看護師や医療ソーシャルワーカーが電子化

された必要な医療情報等をタイムリーに収

集できることとなり、介護・福祉施設など

との効率的な連携が図れると考えていると

ころであります。

次に、支える医療を推進するための看護

師の意識の転換と病院一丸の体制づくりに

ついてでありますが、国におきましては、

今後の人口減少社会や高齢化の進展による

医療ニーズの変化を見据え、急性期医療か
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ら回復期医療への転換に向けた病床数削減

や病床機能の変更、自宅でのみとりを含め

た在宅医療への移行など、高齢化社会にお

けるそれぞれの患者の状態に即した適切な

医療・介護が受けられるバランスのとれた

医療提供体制や地域包括ケアシステムの構

築を目指し、各都道府県単位において、地

域医療構想を策定することとされておりま

す。

また、効率的かつ質の高い医療提供体制

と地域包括ケアシステムの構築を通じ、地

域における医療及び介護の総合的な確保を

推進することを目的とする医療介護総合確

保推進法が平成２６年６月２５日に公布さ

れたところであります。

さらに、医療費の抑制と在宅医療を推進

するため、国におきましては、段階的に診

療報酬の改定を行ってきており、介護にお

きましても、介護老人保健施設の利用実態

から介護報酬の引き下げや在宅復帰を促す

ために新たな加算点数を設けるなど、在宅

への移行を促進する動きとなっておりま

す。

現行の診療報酬制度のもとでは、国保病

院などの急性期一般病床における療養目的

の社会的入院については、決められた平均

在院日数を維持するために、在院の制限を

せざるを得ない状況にあることや、退院後

の受け皿となる介護老人保健施設・特別養

護老人ホームなどの施設系とグループホー

ムなどの居住系の受け入れにも限界がある

ため、おのずから在宅系利用者の増加を生

むこととなります。

このため、今後の地域の高齢化を見据

え、在宅医療の推進と地域包括ケアシステ

ムの構築が急務であると考えており、行政

の担当部署や医療機関、介護・福祉事業者

を含めた多業種が協働して、患者や家族を

中心に据えた地域包括ケアシステムの体制

づくりを行うことが最も重要であると考え

ているところであります。

在宅医療に移行する場合は、看護師・医

療ソーシャルワーカー（医療相談員）が中

心となり、さらに主治医、リハビリケアマ

ネージャーなど、さまざまな職種が関与す

ることとなりますが、地域医療連携室があ

る医療機関においては、地域医療連携室が

中心となって、病棟看護師などと綿密な連

携を取り合いながら在宅移行を進めていく

こととなります。

こうした医療・介護の流れの中、国保病

院におきましても、在宅医療の推進にあわ

せて、治す医療から支える医療への導入を

図っていく必要があり、診療体制や看護体

制などを含めて、職員の意識改革が必要と

考えているところであります。

御指摘の、国保病院の看護体制では、退

院後の患者の生活支援を目標とした支える

医療に十分な体制が整っていないことか

ら、現在、介護老人保健施設・特別養護老

人ホーム職員との連携会議を毎月開催し、

必要な情報の交換によるスムーズな入退院

の連携が図れないか協議を進めているとこ

ろであります。

また、居宅介護支援事業者などからは、

今後の連携を視野に入れ、退院後の生活支

援に対する意見・要望の取りまとめなども

行っているところであります。

今後は、各事業者からの意見・要望も踏

まえ、医師及び看護職員など全職員の意識

改革に取り組みながら、治す医療から支え

る医療への体制強化を図りたいと考えてお

ります。

次に、子育て支援弱者対策について、寡

婦（寡夫）控除のみなし適用についてであ

りますが、男性、女性とも寡婦としての控

除については、配偶者と死別または離婚し

たひとり親世帯が子供などの家族を扶養し

ている場合に、控除を受けることができる

税法上の制度であり、未婚の場合は対象外

となっているところであります。

しかしながら、自治体の中には、未婚の

ひとり親の経済的負担を軽減するため、保

育料や公営住宅使用料など、課税額に基づ
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き条例などで料金を設定しているものに関

し、税法上の寡婦控除の適用を受けたもの

とみなして算定する、いわゆる、みなし適

用を行っているところもございます。

お尋ねの、年収２００万円、社会保険料

２５万円で働く未婚の母と子供１人の家庭

を例とした場合、通常の寡婦世帯と比べ

て、所得税・町道民税の負担、保育料の負

担にどの程度差が生じますかですが、試算

の結果、未婚の寡婦世帯が所得税は１万７,

９００円、町道民税６万６,５００円、保育

料は３歳児入園と仮定し保育標準時間で月

額１万５００円多く負担することになりま

す。また、保育料以外に負担の差が生じる

ものとして、学童保育料、一時預かり利用

料、私立幼稚園就園奨励費補助金、公営住

宅使用料などがあると考えているところで

あります。

ひとり親世帯に対する税法上の取り扱い

は、婚姻歴のあるひとり親世帯について

は、税法上、所得税や町道民税に寡婦控除

が適用される一方で、婚姻歴のない場合に

は、この控除が適用されない扱いとなって

おります。こうした取り扱いは、世帯間に

おいて経済的格差を生じさせ、全てのひと

り親世帯の生活の安定や向上を図っていく

ためにも、改善を要するものと考えている

ところでありますが、基本的には、国にお

いて税制改正を行い、不公平のないよう制

度設計をすべきであると考えるところであ

ります。

本町といたしましても、未婚のひとり親

世帯数や保育料だけではなく、課税額に基

づき料金を設定している子育て支援策とし

て考えられる事業の調査、他市町村の状況

や具体的な申請方法などを把握・調査し、

財源を確保した上で、婚姻歴の有無にかか

わらず、ひとり親世帯が安心して子供を育

てることができるよう、今後導入に向けて

検討したいと思いますので、御理解のほど

よろしくお願いをいたしたいと思います。

以上、答弁させていただきました。よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 初めに、地域包括

ケアの現状の体制と拡充についてでありま

すが、町としては地域包括支援センターを

社会医療法人恵和会に委託して、年々ふえ

る高齢者、障害者の多様な相談に対応する

ために、不足するセンターの人員の増強な

どの充実に努力していることは私も十分評

価をしております。また、センター職員も

個別の事例を初め、地域課題の解決のため

に努力していることについても、十分評価

をしております。

特に、個別事例はいろいろな会合を持っ

て、いろいろな対応し、考えていきますけ

れども、地域課題を解決するために、設置

者である町がやはりセンターへしっかりと

した指導・助言・調整を担当するという役

割がありますので、民生部の管理職はそう

いった意味で、議会も政策提言をいたしま

したように、高い専門性と調整能力を有す

る専門職員を配置すべきというのが、これ

は私どもが前期の道外視察の中で富士宮市

を視察調査した結果として政策提言したこ

とについては、以前お話したとおりでござ

います。

もちろん、町としてこれまで担当されて

きた職員、あるいは現に担当する職員も努

力されていることは私も十分承知をしてお

りますが、富士宮市は高齢、障害、児童福

祉、ＤＶ、所得補償など、困難事例に対応

していくために、市役所の中にワンストッ

プの福祉総合相談窓口をスタートしたとい

うことでございます。

そこで、富士宮市は社会福祉協議会で当

時活動していた社会福祉士を市の職員にス

カウトをして、その役割を担っていただい

ているということで、非常に先進的な取り

組みだということで、全国から注目をさ

れ、視察も多く、高い評価を得ているとこ

ろでございます。
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先ほどの答弁の中で、本町の７５歳以上

の高齢者というのは、平成３７年、１０年

後には約７,０００人、６,９３５人までふ

えて、高齢化率も３８.３％と推計されると

いうことで、こういう状況ですから、ます

ます今後一層町内の関係機関が連携・協力

して、地域包括ケアを推進しなければなら

ないと私は思います。

そこで、厚生労働省は来年度予算の中

で、高齢者、障害者や子育て中の親など、

多様化する相談にワンストップで対応でき

るよう、幅広い知識を持った社会福祉士な

ど、相談員として全国におよそ１００の自

治体に配置する概算要求というのを新聞で

６５億円盛り込んだというふうに報道され

ております。

社会福祉の資格を持ち、民間で経験ある

職員を社会人枠で採用して、今後の２０２

５年問題に対応していく、そういった意味

で私は必要性を考えますが、なぜ専門職は

必要ないのか、その辺の考え方についてお

聞かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今は地域包括支援

センター、恵和会のほうに委託をさせてい

ただいています。これは、委託する場がな

い市町村は独自で雇ってその対応を図ると

いうことになると思うのですけれども、私

どもの町にはそういった能力を持った、あ

るいは資格を持ったそういう組織があるの

で、そちらのほうに委託をするという形

で、この地域包括ケアシステムを動かして

いるということであります。

私どもの職員も限られた人材の中で、や

はり専門職といってもなかなか難しい面も

ありますので、個々の職員の能力を上げて

いくということで、十分対応できるという

ことで現在のところは考えておりますの

で、そういったことで、今のところは新た

な採用ということでは考えておりませんの

で御理解をいただきたいと、そのように思

っております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） もちろん、民間に

そういう人材がいて委託をしてやっている

ということで、地域包括支援センターには

３職種の有資格者がいてやっていますか

ら、そこはしっかりやってくれていると思

うのです。ただ、設置者である町は、今後

高齢化がさらに進んでいく１０年後を見据

えた場合に、町として個別事案の会議でい

ろいろな対策を講じていくことよりは、も

う少し先を見据えて、後ほど質問する病院

との連携とか、いろいろなことを考えてい

ったときに、やはり私は専門的な、せめて

社会福祉士の資格を持って、民間でそうい

う経験があるような人材をしっかり据えて

いくという必要性があると思うのです。

私も行政の職員でしたから三、四年ごと

に人事で担当者が変わります。１から地域

包括ケアシステムは何かということを勉強

して、ようやくそういったことが十分わか

ってきて調整能力を発揮するころには、ま

た残念ながら人事の交代がおきます。これ

では、先ほどから言っているような超高齢

社会に対応できるというふうに町長は考え

ていらっしゃるでしょうか。

私は、１０年くらいはこの地域包括ケア

の担当として、しっかり腰を据えて、そう

いう中から次の人材を育てていくというふ

うにして、地域包括支援センターをしっか

りコーディネートしていく、そういう役割

が必要だと思いますが、その辺はいかがで

しょうか。特に社会人枠で取ることは、私

は可能ではないかと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 確かに、福祉主幹

は平成１８年から見ますと１年２カ月だと

か随分短い期間で変わってきているという

ことであります。特にこれは、他意はない

わけでありまして、十分管理職として、ま

た、福祉主幹としての力を発揮した結果

で、そういうことになっていると思ってお
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ります。

社会人枠でというお話でありますけれど

も、そういったことも考えなければいけな

いかとは思いますが、今のところは、私は

むしろそういう専門的な職種を抱えた組織

に委託を出して、そこをどうコントロール

するか、マネジメントをするかということ

であり、むしろその地域ケア会議の充実を

図るほうをまずは優先すべきでないかと考

えておりますので、平行して考えていかな

ければいけないと思っております。

ただ、今のところまだ配置はできていな

いというのが現実であります。社会人枠の

ことも参考として、提言として御意見をい

ただいておきたいと、そのように思ってお

ります。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 答弁の中に、一般

行政職で専門職ではないのですが、資質向

上を図っていくということなのですけれど

も、現実にどうやって専門知識、いわゆる

経験のない職員を町長は具体的に資質向上

をしてしっかりとセンターを調整したりす

る資質を高めるため、町として、この間ど

ういった資質向上のための取り組みをなさ

れているのか、具体的なことがあればお聞

かせください。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 職員につきま

しては、保健師含めまして、担当職員が年

数回の研修会等に参加しておりますし、そ

れぞれ個別ケースごとにいろいろと対応を

していく中で学んでいく、そういうような

方法をとっております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 個別ケースのこと

は、私はしっかりやっていると思うので

す。放置できないわけですから。そうでは

なくて、１０年後の先を見通したときに、

町としてどういうふうにコミュニケーショ

ン能力を発揮したり、センターに対して美

幌町全体の地域包括ケアを進めていくため

に、やはりしっかりした指導・助言をして

いくことを考えたときに、先ほど町長も言

っていたように、１年何カ月間で担当の福

祉主幹が変わっていて、町長、本当にそう

いう状態で胸を張って美幌町の地域包括ケ

アは万全だと言えるのでしょうか。

私は、その辺はちょっと例えが違うのか

もわかりませんけれども、町立国保病院と

いうのは、事務長が４年ぐらいで変わると

いうようなことの中で、たまたま主幹職か

ら長い間いた職員が事務長になって、１０

数年の中でキャリアアップして、ああいう

病院経営について医局なんかと一生懸命や

りながらということで、私は人材が育って

きたと思うのです。この地域包括ケアもそ

ういう意味では、やはりしっかりした専門

性を持って美幌町の超高齢化社会をどうや

って、いろいろな資源を活用してやってい

くかということを考えたときに、私はそう

いう人材を社会人枠でもいいからスカウト

をして、そして包括と連携しながら、特

に、地域課題というか美幌町の抱えるいろ

いろな問題について、しっかりとリーダー

シップを発揮していくために、この専門職

がどうしても必要だというふうに思います

けれども、町長、定期的な三、四年の人事

異動でその辺本当にうまくいくのでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 病院の例を出され

ましたけれども、病院も厳しい時代が随分

ありまして、その結果そういうふうになっ

たというようなことであります。

そして今、ようやくその結果が見えてき

ているという状況でありますので、今は退

職されて再任用なった職員ももともとは専

門職ではなかったということで、一般行政

職の職員が長い期間やって、そして身につ

けたものだということでありますので、一

概に専門職の資格を持った者を雇って、そ
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れで全部が成功かというと、そういうこと

でもないような気がします。

あくまでも、本人のやる気を含めた中で

の対応ができるような職員をぜひつくって

いきたいと、そのように思っています。

今おっしゃったことは、今地域包括ケア

自体は新しいシステムです。その中で、私

どもは去年から国保病院の中に地域医療連

携室というものを設けて、今後の見通しの

中で、こういうものをしっかとやらなけれ

ば、在宅医療もやらなければいけないとい

うことで取り組んできた結果であります。

そういった面も評価をしていただいて、専

門職を持っているから、配置したから全て

オーケーということではないと思いますの

で、しっかり育てるところは育てていきた

いと、そのように考えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 病院の事例は、確

かに専門職ではない者ですが、でもそこで

１０数年のキャリアアップの中でしっかり

病院経営まで、将来性を見越す中でやって

きたということであります。

ですから、私は福祉の専門職をそこに一

人据えて、その部下でまた次の一人を育て

てバトンタッチしていくというのが、本当

に超高齢化社会の中でしっかりセンターを

円滑に運営していくことだろうと思いま

す。

このことは、議会の政策提言であります

ので、町長もぜひ重く受けとめていただい

て、現実に短い期間で担当主幹を変えるこ

とがあっては、私は決してよくないと思い

ますので、ぜひその辺、今後は専門職の配

置についても随時検討していただいて、次

の質問に移りたいと思います。

次に、医療と介護の連携でありますけれ

ども、答弁の中で、国保病院と日赤との連

携は医療情報提供システムの導入によって

患者の病歴だとか画像データなどが共有で

きるというようなことで、これは本当に町

民患者にとっては、大変な安心感につなが

りますので、私としては今後に強く期待を

しております。

そこで、電子カルテの導入にあわせてと

いうことですけれども、今の時点での導入

の状況やいつごろまでにネットワーク化だ

とかシステム導入によってうまく運用でき

るのか、その辺の見通しについてお聞かせ

いただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 上杉議員の

御質問にお答えいたします。

日赤との情報共有の関係につきまして

は、既に日赤では情報共有のためのシステ

ムを構築されたということでございますの

で、あとは、本年度、国保病院で予算を持

っております電子カルテシステムにあわせ

て、こちらの診療情報の提供が可能となる

ようなシステムをあわせて構築するという

ことで、現在進めているところでございま

す。

今後の見通しでございますけれども、シ

ステムについては２７年度の導入を行いま

して、実際の運用はそれからということな

ので、４月以降になるかと思います。よろ

しくお願いをいたします。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 日赤がそういうシ

ステム導入によって、他の市町村の医療機

関と情報共有ができるということですの

で、ぜひ円滑に運用できるように今後期待

したいと思います。

それで、介護や福祉施設の連携では、情

報の収集、患者と家族との面談、介護施設

への情報提供に時間と手間を要していると

いう答弁でしたけれども、町がこの電子カ

ルテを導入して、さらに日赤ばかりではな

くて、町内の診療機関と連携をとっていく

とすれば、私はよく承知をしておりません

が、今電子カルテを導入して診療している

町内の診療所というのは何カ所くらいある
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のでしょうか。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 実際のとこ

ろ、各診療所におきまして、電子カルテ的

なものは導入されているというふうに伺っ

ておりますけれども、正確にどこどことい

うのは把握してございません。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） いずれにしても、

電子カルテの導入ということが、今後日赤

と国保と同じような関係で、国保と町内の

診療機関とのネットワーク化につながって

くるかと思いますので、ぜひその辺、町内

の診療機関とのそういったことの可能性に

ついても検討してもらいたいですし、もう

一つ、この退院支援システムというのは、

答弁の中でお答えいただいていましたが、

いつごろから稼働できる予定でしょうか。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

御質問でございますけれども、日赤との連

携するシステムと同様に、院内における退

院支援システムということで、まずは院内

の医者を含めて、看護師、理学療養士、医

療ソーシャルワーカーが、同じ情報を共有

できるような形でのシステム構築というこ

とを考えておりまして、今年度の導入を行

いまして、実際には４月以降の運用という

ことになると思います。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 次に、支える医療

の関係で、先ほど答弁の中で、病院全職員

が一丸となって取り組みをしたいというこ

とでありましたが、まさにそういった意味

では、今奮闘されているのはソーシャルワ

ーカーの人で大変御苦労なされているのだ

と思うのです。

先ほども、ほかの議員からの質問があっ

たように、私は国保病院が院長先頭に、１

０人の常勤医になって、今頑張って入院も

ふえたり、あるいは手術もふえたりという

ことで、非常にいい状態で病院経営という

のが進んできております。これからそうい

う面では、特に患者さんを診ている看護師

さんなんかが、やはり、退院後残念ながら

施設に入りたくても、今の待機状態ではな

かなか施設に入ることができない患者さん

が在宅ということなってきますから、在宅

後をしっかりケアするというのを病院一丸

として、各家族の方、あるいはそれぞれの

介護事業所と連携をとりながらという意味

で、これからそういった支える医療という

ことを病院の大きな今後の目標にして、し

っかり取り組んでいただくということを期

待して、この質問は終わりたいと思いま

す。

次に、寡婦控除のみなし適用のことでご

ざいます。

先ほど答弁ありましたように、年収２０

０万円で例にした場合、所得税と町民税で

は年間８万４,４００円、保育料は年間で１

２万６,０００円、合わせて２１万４００

円。これだけの多額の負担になるのが未婚

の母子家庭の現況であります。実に年収の

１０.５％も負担が多いということでござい

ます。このほか保育料以外にも、学童保育

料だとか、一時預かりの利用料、あるいは

幼稚園の就園奨励補助金、公営住宅使用料

なども負担の可能性があるということです

ので、未婚のひとり親の世帯数というの

は、私もちょっとわからないのですが、児

童扶養手当の支給状況から、どの程度いる

かということについては確認するようなこ

とはできないのでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 児童扶養手当

の中で、ひとり親世帯でございますけれど

も、その世帯については２３６世帯という

押さえをしております。ただし、死別だと

か離婚だとか未婚を問わないで支給いたし

ますので、その辺については統計上資料と

してはつくっておりません。
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○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 厚生労働省の２３

年度の全国母子家庭調査というのを調べて

みますと、母子世帯になった理由というの

は、さまざまなのですけれども、離婚が８

０.８％、未婚が７.８％、死別が７.５％、

その他がわずかとなっているのですけれど

も、離婚に至った時期というのは、平均で

年齢が３３歳、子供は４.７歳ということ

で、国の調査は極めて抽出ですけれども、

細かく調べておりまして、平均の就労収入

では、死別の場合は２５６万円、離婚は１

７６万円、未婚は１６０万円。これを見て

も、未婚の母子家庭というのは、経済的に

非常に困窮しているということがわかるか

と思います。

また、未婚者の半数以上は非正規雇用と

いうことでございます。答弁では、寡婦控

除が適用されないことで、経済格差が生ま

れ、改善を要するものと考えられ、基本的

には国の対応とは答えていますけれども、

私は前向きな答弁でないのかなというよう

に思います。

そこで、町として他市町村の状況を把握

し、それで美幌町の母子家庭の理由という

か、それをよく調べて、対象者を把握した

上で、財源を確保して、導入をしていきた

いという前向きな答弁に私は聞こえたので

すが、町長いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 原因は今おっしゃ

っていたように三つの原因が死別、離婚、

未婚ということであるようでありますけれ

ども、そのことで同じような状態の方が差

を受けるということは極めて国に何とかし

てほしいという思いでありますが、なかな

か動かないのであれば、前向きに考えてい

こうというような考え方でございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 答弁の中で、子育

て支援やいろいろな施策のほかの議員の質

問に対して、必ずと言っていいほど、財源

を確保してという言葉が答弁の中で出てき

ますが、この財源を確保するというのは、

具体的にどういうことを意味しているので

しょうか。

国が税法上の改正をやればそれでいいの

ですけれども、やらない場合、土谷町長の

財源確保というのは具体的にどんなことを

イメージしてお答えになっているのかお聞

かせください。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 国の財源を使うと

いうのがもちろん大きな柱でありますけれ

ども、やはり財源を捻出するということ

は、どこかを見直して、新たな需要に向け

ていくということが極めて有効だと思いま

すので、いろいろな物差しを当てながら、

廃止すべきものは廃止する。そして新たな

事業に対して、新たなニーズに対して、対

応しなければいけないものについては、し

っかりそういった財源のシフトをしなが

ら、対応していくということを考えており

ます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私も財源確保とい

う意味では、今町長がおっしゃったように

しっかりと見直しをすることが大事だと思

いますので、私は行政評価をしっかり町が

していただいて、もちろん、不要不急なも

のはなく、必要なもので今は行政サービス

を行っていますから、全く不必要なものは

ないと思いますが、行政評価の中で効果を

しっかり見きわめて、ある程度たったら、

これは縮小していく、あるいは廃止をして

いく、そういうことの中で財源確保をして

いくということも、私としては非常に大事

ではないかというふうに考えておりまし

て、このみなし適用というのは、全国的に

事例は少ないと思いますけれども、先ほど

来、多くの議員が子育て支援でいろいろな
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質問を町長に投げかけておりますけれど

も、美幌より進んで支援をしている町村全

てが、財源が豊かだとは私は思っていませ

ん。ですから、いろいろな行政サービスの

中で、優先順位をどういうふうにつけるか

ということで、これはまさしく子育て支

援、あるいは弱者対策ということが、土谷

町長の優先順位として高い住民サービスな

のかどうかということを多くの議員が町長

に求めているのだろうと私は思います。

私もそういう思いで今質問をしておりま

すので、ぜひそういった面で、未婚の母子

世帯というのは、私も実際に何世帯あるの

かわかりませんけれども、ぜひそんなに時

間をかけないで調査できる範疇だと思いま

すので、年内にその世帯数の把握等をして

いただきながら、町長としての英断で――

例えば、私が求めているのは、当面は、町

単独で保育料とかそういったことに限定し

ておりますので、全てをやれということで

はなくて、一つでも二つでもそういった中

から実態調査をして、２８年度予算に反映

するような積極的な町長の考え方をいただ

ければなと思います。

そして、議会が政策提言しました子育て

支援オホーツクナンバーワンを実現し、私

どもも胸を張って美幌町は子育て支援オホ

ーツクナンバーワンだと外に向かって言え

るような、そういった町長の考え方をお聞

かせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） もちろん、精神的

なところから学ぶことも十分必要だと思い

ますけれども、やはり地域性があるわけで

ありますから、それぞれに合った、学ぶと

ころは学びながら、美幌町の独自性だとか

特殊性に合ったものをやるべきだと私は思

っておりますので、そんな中、できるもの

は素早くやると、時間を要するものについ

ては一定の時間をかけながら実現を目指し

ていくということは、私は以前からいろい

ろな場面でお話しているのですけれども、

そういうことをしっかりとやっていきたい

と、もちろん優先順位をつけながらしっか

りとした取り組みとして、今後においても

やっていくということでございます。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 私もこの質問自体

は、子育て世帯のひとり親という経済的な

弱者対策、それも子育て支援という観点か

ら質問させていただいておりますので、ぜ

ひ今、土谷町長が言ったように、行政は住

民の満足度を高めるために、いろいろな施

策というのをやっていかないとならないこ

とは十分承知しておりますけれども、今や

はり少子化、そして人口減少ということ考

えたときに、より優先度の高い施策が子育

て支援ではないのかと私自信思っておりま

すので、町単独で、いろいろなことをもち

ろんやっていただきたいということのほか

に、例えば、平成２６年１月に日本弁護士

連合会が国に対して寡婦控除の規定の改正

の意見書というのを提出しています。これ

と同じように、他力本願ですけれども、私

は土谷町長に英断してやってもらいたいの

ですが、一方で、北海道町村会だとか、全

国町村会を通じて、これらの法改正につい

て、強く国に働きかけるということもする

べきでないかというふうに思いますがいか

がでしょうか。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 日本一の子育ての

町、あるいはオホーツク管内で一番の町と

いう、心のありようというか、そういうも

のを求める、あるいは心の構えとして必要

だと思いますけれども、余りそれに意識を

持っていくと、ちょっと的外れになるケー

スもあると思いますので、いずれにしろ、

町民の皆さんの期待すること、そして町民

の皆さんが求めること、要するに町民の皆

さんが要望すること、こういったものをし

っかりと捉えて、できるものを即座にやっ

ていく。時間を要するものについては時間
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をかけながら実現を目指すということを、

私は目指していきたいと思っております。

それで、制度改正については、私はいろ

いろなところで、いろいろなことを言って

きまして、実現したものもあります。とい

うのは、過疎法の地域指定の問題、あるい

は国保病院の不採算地域も、全国、全道の

中でも少ない中、声を上げていった結果、

そういったものも見直しをしていただいた

という成果がありますので、しっかりと声

上げるべきところは上げていくという姿勢

は、今後についても変えないつもりで臨ん

でいきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 今、町長から、子

育て支援オホーツクナンバーワンを標榜す

ると云々ということでありましたけれど

も、私はそういうことを標榜して、美幌町

がすごく頑張って子育て支援をしてくれる

のだなということで、そのことによって多

くの町民が何だということで異論が出てく

るようなことはないのではないかと思いま

す。今、こういう時代だからこそ、しっか

り日本の将来を担う子供たちを温かく見守

ってみんなで応援しようと、そういう住民

の声というのは、私はしっかり美幌町に根

付いているかと思いますので、長生きを楽

しめる町も大事です。子育てが楽しいと思

えるような町という意味で言えば、ぜひオ

ホーツクナンバーワンをいち早く標榜し

て、優先順位として、子育て支援、ほかの

議員も質問していたいろいろな施策があり

ますけれども、それらについてもう一度し

っかり検討していただきたいと思います

し、私が質問した母子世帯の関係について

は、今後、担当部局に世帯数だとかそうい

ったことを十分聞きながら、必要に応じて

また町長のほうに求めていきたいと思いま

すので、できれば早いうちに町長として世

帯数の把握なんかができれば、検討してい

ただきたいと思います。

最後に、総合計画書の中にあったのです

が、本当に残念でした。子育て世代への支

援の医療費軽減について国や道に要望しま

すとありました。

これは、美幌に限らず、財源確保という

意味ではみんなそうなのです。そうではな

くて、先ほど言った優先順位で、多くの町

民がこういうまちづくり白書の中でも、医

療費の無料化について求めているのです。

私は、議会提言をそういった意味ではもう

少し受けとめていただいて、町長の英断で

いろいろな子育て支援を充実していただく

ことを最後に申し上げて私の質問を終わり

たいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議会の提言をいた

だきまして、私どもから回答を差し上げて

おりますけれども、決して重く受けとめて

いないということではないので、その辺に

ついては御理解をいただきたいと思いま

す。

また、オホーツク一番の子育ての町とい

うことで、先ほど言ったようにみずから発

信していくという力も必要だと思います

し、もう一つは、ほかからの評価で――今

いろいろな先生方含めて現場に出向いてい

ます。その中で、ここの町はこういうこと

をやっているという評価が結構出てきてお

りますので、そういうものを期待しながら

取り組みを進めていきたいと、そのように

思っております。

また、子育てについては、以前の議員に

もお答えしましたけれども、切れ目なく総

合的に、そして持続性のあるものをしっか

りとやっていきたいと、そのための計画も

つくりましたので、それの着実な推進を図

っていきたい、そのように思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） これで、４番上杉

晃央さんの一般質問を終わります。

以上で、本日の一般質問を終わります。
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────────────────────

◎散会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

御苦労さまでした。

午後 ３時４０分 散会  
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    美 幌 町 議 会 議 長

        署 名 議 員

        署 名 議 員


